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第１章 策定の趣旨 
 

１ 目的 
企業庁では、知事から示された「企業庁のあり方に関する基本的方向」※１を具体化

するため、平成１９年１１月に、１０年間（平成１９年度～平成２８年度）の事業運営の理念

や道筋を定めた「三重県企業庁長期経営ビジョン」（以下「長期経営ビジョン」とい

う）を策定しました。 

また同時に、その実行計画として、４年間（平成１９年度～平成２２年度）の具体的な

経営改善などの取組を示した「三重県企業庁中期経営計画」（以下「第１次中期経営計

画」という）を策定し、計画的な施設改良や市水道事業への一元化など「安全・安定」供

給の取組を行いました。 

「三重県企業庁第２次中期経営計画」（以下「第２次中期経営計画」という）は、平成 

２３年度以降の長期経営ビジョンにおける経営目標※２の達成に向けた具体的な取組

を示し、効率的で透明性の高い企業経営を持続させることを目的としています。 

 

 

２ 計画の位置づけ 
第２次中期経営計画は、第１次中期経営計画の検証を踏まえたうえで、長期経営ビ

ジョンにおける４年間（平成２３年度～平成２６年度）の進捗管理を的確に行うための

実行計画として位置づけます。 

展開にあたっては、「三重県企業庁施設改良計画」（以下「施設改良計画」という）

「三重県企業庁防災危機管理推進計画」（以下「防災危機管理推進計画」という）

「三重県企業庁人材育成方針」など複数の個別計画などに示す取組と相互に関連さ

せながら進めます。 

 

 

３ 計画期間 

平成２３年度から平成２６年度までの４年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜参 考＞ 
※１ 「企業庁のあり方に関する基本的方向」については、参考資料Ｐ８３を参照。 

※２ 「長期経営ビジョン」における「経営目標」については、参考資料Ｐ６９を参照。 
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第２章 第１次中期経営計画（平成１９年度～平成２２年度）の取組成果と

課題 
 
 企業庁では、「将来に渡って持続可能な水と電気の『安全・安定』供給の実現をはか

り、県民のくらしの安全・安心の確保と経済・産業の発展に寄与する」という使命を果

たすため、平成１９年度から平成２２年度まで第１次中期経営計画に基づく取組を進めて

きました。 

 経営方針に基づく各取組の主な成果と課題については次のとおりです。 

 

□主な取組成果と課題－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
１ 計画的な施設改良の推進 

耐震対策については、被災した場合、復旧に長時間を要する浄水場などの主要施

設や水管橋を優先的に実施してきました。老朽劣化対策については、耐用年数が経

過した電気・計装・機械設備を、劣化状況や交換部品の製造中止などを総合的に判断

しながら、更新してきました。 
今後は、第２次中期経営計画の期間内における工事対象を精査したうえで、引き

続き、耐震化対策や老朽劣化対策を重点的に行う必要があります。また、水力発電

事業の民間譲渡までに、譲渡課題であるＰＣＢ含有大型変圧器の取替などを計画的に

実施していく必要があります。 

 

２ 市町・民間事業者・ユーザーと連携した「安全・安定」供給の取組 

大地震などで水質検査機器が被災した場合などにおいても、速やかに水質管理が

行えるよう、平成２０年１２月に、県内で水質の自己検査施設を持つ５市（津市、四日

市市、鈴鹿市、名張市、伊賀市）と、「震災時等における水質検査機器の相互利用に

関する協定」を締結し、バックアップ体制を確立しました。 

災害や危機発生時において応急対策や応援活動の効率的な推進をはかるため、危

機管理マニュアルなどに基づいた研修・訓練を市町等と連携して行いました。 

  今後も、「安全・安定」供給を持続させるため、市町等と連携した研修・訓練などの

取組を継続していく必要があります。 

   

３ 技術継承による新たなステージでの技術力向上の取組 

包括的な民間委託を進めるなかで、職員は実務に即した現場機器の取り扱い研修

を行うなど現場の指導監督に適した能力の維持・向上に努めており、給水障害など

大きなトラブルは発生していません。 

今後も、包括的な民間委託の拡大により、職員が経験を積む機会が減少していく

ことから、業務にかかる知識やノウハウの継承のため、業務に沿った専門研修や  

ＯＪＴをより充実させ、職員の意識改革を一層進めるとともに、組織をあげて人材

育成などに取り組む必要があります。 

また、過去には発注済工事において大幅な設計変更を余儀なくされたこともあり、

職員に対する現場力の向上に、引き続き取り組む必要があります。 
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４ 「企業庁のあり方に関する基本的方向」の具体化による経営改善 

知事から示された「企業庁のあり方に関する基本的方向」に沿って、４つの経営改

善を行ってきました。 

（１）市水道事業への一元化※１ 

① 伊賀水道 

 伊賀水道用水供給事業の給水を開始する平成２１年４月からの一元化を目途と

して、平成１９年６月から伊賀水道連絡調整会議などにおいて環境森林部とともに

伊賀市と協議を行いました。 

 市からは、浄水場などの安定運転を確実なものとするため、給水開始後１年間

は企業庁の経営のもとで維持管理業務を受託したいとの意向が示されました。こ

のため、水道法第２４条の３の規定に基づく第三者委託制度により、平成２１年４月

から１年間、同用水供給事業の維持管理業務全般を市に委託したうえで、平成２２

年４月から一元化することについて、市と基本合意（平成２０年１１月４日付け）を締

結しました。 

このことから、計画より１年遅れで、一元化を実施しました。 

② 志摩水道 

 平成１９年６月から志摩水道連絡調整会議などにおいて、環境森林部とともに志

摩市と協議を行い、当初は磯部浄水場の中央監視制御設備の更新終了に合わせた

平成２２年度から一元化することとし、市と基本合意（平成２１年３月３０日付け）を締

結しました。 

その後、市からは、ダム管理などの経験がなく市職員の技術レベルの更なる向

上に努めたいなどの要望が出されました。このため、平成２２年４月から１年間、

市職員を受け入れ、技術継承などを進めたうえで、平成２３年４月から一元化する

ことなどについて、市と基本合意の変更（平成２２年３月２９日付け）を締結しました。 

このことから、計画より１年遅れで、一元化を実施する予定です。 

なお、一元化後は、県から市に対し３年間、５名程度の職員を派遣し、浄水場の

運転管理業務の監督やダムを含む施設の維持管理について、ＯＪＴにより、市職

員への技術継承を行う必要があります。 

（２）技術管理業務の包括的な民間委託 

 平成１９年６月から企業庁経営改善プロジェクト包括委託部会などにおいて検

討し、現行の運転監視業務委託契約の更新時期に合わせて平成２１年４月から全て

の工業用水道の浄水場などにおける運転管理や点検業務などの技術管理業務を

包括して民間委託しました。 

 委託開始後も、企業庁において業務体制を強化するとともに、受託事業者との

十分な連携を行うことで給水障害など大きなトラブルも発生しておらず、安全性

は引き続き確保されています。 
  
 

＜参 考＞ 
※１ 市町村合併により１市供給となった地域（伊賀市、志摩市）において、水道用水供給事業を
市に譲渡することで、「水源から家庭の蛇口まで」一体となった水質管理と効率的な経営が
行えます。 
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 一方、浄水処理に直接関連のない業務についても委託業務範囲に含めて一括し

て発注しているため、委託業務が多業種にわたり、結果として受託事業者が外部

に再委託するため、「効率性」の向上に繋がっていないなどの課題があります。 

 この点については、引き続き委託状況の検証を行い、今後の目標としている水

道事業における技術管理業務の包括的な民間委託に向けて生かしていく必要が

あります。 

（３）水力発電事業の民間譲渡 

 平成１９年１０月から政策部や譲渡先である中部電力㈱とともに「総合調整」、「設

備」、「用地」の３つの部会を設置し、部会ごとに譲渡・譲受にあたっての課題整理・

確認を行い、平成２１年３月に「三重県企業庁水力発電事業の譲渡・譲受に関する確

認書」を締結しました。 

 その後、この確認書において双方が合意した内容や今後の対応方針に沿って、

地域貢献や設備・用地などの課題解決に向けて取り組んできました。譲渡目標時

期については、運転監視システムを整備するために、平成２１年度末の譲渡を変更

し、平成２４年度末から平成２６年度末にかけて１０箇所の発電所を３グループに分

け段階的に譲渡することとして協議を進めるとともに、譲渡価格や譲渡範囲につ

いても合意に向けた方向性を整理しました。これらの協議経過を踏まえ、平成  

２３年３月に「三重県企業庁水力発電事業の譲渡・譲受に向けての確認書」を締結し

ました。 

今後は確認書に基づき、ＰＣＢ含有大型変圧器の取替などの設備改修を計画的に

実施するとともに、未登記土地の解決など用地・権利の整理を行うなど、譲渡ま

でに県が実施することとしている課題の解決をはかり、平成２４年度末から平成 

２６年度末の段階的な譲渡を円滑に進める必要があります。 

（４）ＲＤＦ焼却・発電事業の新たな運営主体への移管 

水力発電事業が譲渡された場合、附帯事業であるＲＤＦ焼却・発電事業について、

企業庁で実施する位置付けがなくなることから、環境森林部等と協議を進めてい

ました。しかし、水力発電事業の譲渡を平成２４年度末から平成２６年度末にかけ

て段階的に譲渡することとして協議を進めることとしたことから、水力発電事業

の譲渡が完了する平成２６年度まで、引き続き、附帯事業として運営することとし

ました。 

なお、水力発電事業の譲渡以降も平成２８年度までは、引き続き、企業庁が事業

を運営することとしていますが、経営上の収入により事業の経費を賄うなど公営

企業として成り立つ仕組みなど様々な課題について関係部局と連携し検討する

必要があります。また、平成２９年度以降のあり方については、一定の方向性を得

るよう関係市町と協議を行っているところです。 

 

５ 建設・拡張事業等の推進 

（１）建設・拡張事業の的確な推進 

伊賀水道用水供給事業では、平成２１年４月の給水開始に向けて、計画通り浄水

施設及び導・送水管の布設工事を行いました。 
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北中勢水道用水供給事業では、受水市町における給水計画の見直しに合わせ、

平成２０年度に計画規模を３４３，９００㎥／日から２８９，５１６㎥／日に縮小しました。

そのうえで、北勢系・長良川水系については、平成２１年７月に亀山市区域へ一部

給水を開始しており、平成２３年４月の全部給水に向けて、送水管の布設工事など

を行いました。 

今後は、大台町への新規給水など受水市町からの新たな要望や、北中勢水道用

水供給事業・長良川水系の一部未整備施設の建設課題に対し的確に対応していく

必要があります。 

（２）未利用水等への対応 

 工業用水について、県や市町の企業誘致部局などと連携し、受水を希望する企

業への対応を行った結果、平成１９年度から平成２２年度の４年間で、２４社の新規

又は増量の給水を行いました。 

 また、３年に１度地下水を使用する企業や当庁の配水管路付近で工業用水を使用

していない企業に対してアンケート調査を行い、受水見込みのある企業に対して

営業活動を行いました。 

南伊勢工業用水道事業については、事業化してから既に４０年が経過し、具体的

な需要の発生の見込みもなく、今後も事業を継続していくことは費用面を含めて

問題があったため、平成２１年度末に事業廃止しました。 

また、将来需要への貴重な水資源として確保されている未利用水を利用促進さ

せるため、水資源関係の部局が一体となって、有効利用対策を継続させる必要が

あります。 

（３）効率的な事業執行 

他工事との同時施工や他事業の施設活用を行うなど効率的な事業執行に取り

組んできており、これらの取組の実施についてはほぼ定着してきました。 

今後は平成２２年３月に県が策定した「公共事業コスト構造改善に関する第４次

行動計画（平成２２年度～平成２６年度）※１」に基づき、コスト縮減のみを重視する取

組から、コストと品質との両面を重視する取組へ転換する必要があります。 

（４）安全・安定運転の取組 

水力発電事業については、点検業務の委託など安全なダム運用や効率的な発電

運用に取り組むことにより、順調に稼働しています。 

ＲＤＦ焼却・発電事業については、各運転管理業務の受託事業者と緊密な連携の

もと一体となって発電所の管理に努めており、「安全・安定」供給を継続していま

す。なお、隣接する桑名広域清掃事業組合とは平成２１年１２月に「災害時相互応援

に関する協定書」を締結し、災害時に互いに協力して応急対策を行うこととしま

した。 

 
 
＜参 考＞ 
※1 公共事業コスト構造改善に関する第４次行動計画（平成２２年度～平成２６年度） 

公共事業の品質に配慮しつつ、コスト構造改善を加えた施策を総合的に推進するため、ラ
イフサイクルコストの改善などの取組を定めたもの 
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（１）環境に配慮した事業活動の取組 

企業庁地球温暖化対策率先実行計画（平成１８年度～平成２２年度）※１に基づき、

平成２１年度末までに太陽光発電設備などを整備しており、平成２２年度末までに

小水力発電設備を整備します。一方、年間電力削減量については、ベースとなる

給水量の実績が当初の想定（平成１５年度実績）より増加していることから、目標を

少し下回る見込みです。 

今後は、県が新たに定める地球温暖化対策実行計画の動向などを踏まえながら

対応していく必要があります。 

また、浄水場で発生する汚泥については１００％の有効活用を行っており、今後

も継続していく必要があります。 

（２）施設開放等による地域貢献活動の取組 

ダム湖などの施設開放や地域との交流、森林環境創造事業などの地域貢献活動

を行うことで、地域住民の方々に水環境への関心を高めてもらっており、今後も

継続させる必要があります。 

 

７ 経営基盤の強化 

（１）柔軟で効率的な組織体制の強化 

企業庁の実施する事業の変化を見据え、毎年度、組織体制の見直しを柔軟に行

っています。特に市水道事業への一元化に伴い、平成２１年度末で伊賀水道建設事

務所を廃止しており、平成２２年度末で志摩水道事務所を廃止します。 

組織の縮小・廃止などに伴う定数の削減、事務の効率化による定数の削減を行

うとともに、計画的な施設改良の推進などに必要な職員を柔軟に配置することに

より、適正な人員の配置を行いました。 

今後も技術管理業務の包括的な民間委託の拡大や水力発電事業の民間譲渡な

ど、取り巻く社会環境の変化に的確に対応し、簡素で効率的・効果的なものにす

る必要があります。 

（２）技術継承と人材育成 

   知識や経験が豊富な職員を講師とした、より実践的な専門研修を開催し、職員

間で他所属の抱える課題などを共有するとともに、企業庁の業務全般に対する知

識を深めてきています。その結果、各職場でＯＪＴを実践できる人材を育成する

ことができました。 

   今後も、職員のニーズを反映した研修を実施し、技術継承が、より効果的に行

われるよう取り組んでいく必要があります。 

（３）危機管理体制強化の取組 

   危機管理マニュアルや企業庁独自の参集体制に基づく研修・訓練を実施し、職

員の危機管理意識や能力の向上をはかりました。ＯＢボランティア、市町、業界

団体と連携した訓練を実施し、災害時における実践力の向上をはかりました。新 
 
＜参 考＞ 

 ※１ 企業庁地球温暖化対策率先実行計画（平成１８年度～平成２２年度） 

    三重県地球温暖化率先実行計画の中で定められたＣＯ２削減目標を達成するため、使用電
力量の削減などの取組を定めたもの 

６ 環境・地域への貢献 
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  応を行いました。 

   今後も、災害や危機発生時に迅速かつ的確な対応がとれるよう、継続させる必

要があります。 

（４）ＩＳＯ９００１品質向上の取組 

   ＩＳＯ９００１を活用した業務の継続的な改善により、顧客満足の向上など品質向

上に取り組んでおり、外部審査では品質マネジメントシステムが有効かつ適切に

運用されているとの評価を得ました。 

   安全・安心な製品を安定供給できる体制を構築していくため、今後も継続させ

る必要があります。 

（５）広報活動方針 

   広報活動方針に基づき、ホームページなどを通して、事業内容や経営の情報を

わかりやすく提供するとともに、地域広報活動の一環として、地域住民や小学生

の社会見学に浄水場を公開してきました。また、平成１９年度からボトルウォータ

ーの製作や浄水場施設の同時公開を行っており、アンケート結果によれば「水道

水がつくられる仕組みがよくわかり、水の大切さを再認識しました」などの評価

をいただきました。 

   これらの取組について、今後も、水環境への関心を高めてもらうため、継続さ

せる必要があります。 

（６）財務運営方針 

   平成２１年４月から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が全面施行さ

れ、地方公営企業においても「資金不足比率※１」の公表が義務付けられるなど、

財政状況をより明確に示すことが求められています。 
企業庁では、資金不足比率は発生しておりませんが、健全経営の取組として高金利

企業債や水資源機構割賦負担金の借換、及び内部留保資金を活用した繰上償還を

行うとともに、新規企業債の発行抑制に努め自己資本の充実をはかりました。ま

た、同時に支払利息の軽減により費用の削減がはかられたことから、将来の経営

状況を見通したうえで、水道及び工業用水道の料金を引き下げました。今後も健

全経営の取組を継続させる必要があります。 

  【利息負担軽減額（実績）】 
 

 

 

 

 
 
＜参 考＞ 
※１ 資金不足比率 
   当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。 
   （算式）資金の不足額／事業の規模 

資金の不足額：流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債
の現在高－流動資産 

事業の規模：営業収益の額－受託工事収益の額 

（単位：百万円）

事業区分
平成19年度～平成22年度の

取組内容
借換、繰上
償還額

利息負担
軽減額

左記のうち
H19～H22
の軽減額

高金利企業債の借換、繰上償還 12,232 2,579 1,107
水機構負担金の借換、繰上償還 2,613 575 236
高金利企業債の借換、繰上償還 1,144 222 19
水機構負担金の借換、繰上償還 3,760 947 387

計 19,749 4,323 1,749

水  道 事 業

工業用水道事業

型インフルエンザ対策マニュアルを策定し、流行時にはマニュアルを活用した対 
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（７）適正な資産管理の取組 

   効率性の高い資金運用に努めるとともに、未利用資産の計画的な処分に取り組

んでおり、市水道事業への一元化では、伊賀市へ資産を円滑に譲渡しました。ま

た、アスベスト対策について、平成２２年度で、現在の規制対象のものを、全て除

去しました。 

   水力発電事業の民間譲渡では譲渡対象外の見込みとなる資産も多く、今後も計

画的に取り組む必要があります。 

 

８ 計画達成状況の公表・評価方法 

   成果指標及び財務指標については、毎年計画の進捗状況を検証し、ホームペー

ジなどで県民等に公表しました。 

また、ユーザーや有識者などを構成員とした「企業庁の経営に関する懇談会」を

年１回開催し、経営の状況についての意見交換を行い、経営の効率化に関するこ

となど、専門的な立場から、様々な意見をいただきました。 

今後も県民等に対し、経営に関する情報などを公表していくとともに、幅広い

意見を取り入れ、経営の検討に生かしていく取組を継続させる必要があります。 

  

□成果指標における実績－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
（次頁の成果指標一覧にかかる実績の主な総括） 

成果指標については、施設の耐震化率や１㎥あたりの水道水をつくるために要す

る費用など各事業の経営改善の状況を判断するのに重要と考えられる項目を設定

し検証を行いました。 

その結果、工業用水道事業における耐震化の遅れに課題があるものの、伊賀市水

道事業への一元化や水力発電事業の譲渡・譲受にかかる方向性を確認するなど、知

事から示された「企業庁のあり方に関する基本的方向」に沿った経営改善を進めて

おり、計画期間全体を通しては概ね目標を上回る結果が得られました。 

また、事業別における主な実績については、次のとおりです。 

・ 水道用水供給事業について、平成２０年度までは全ての目標を達成してきましたが、

平成２１年度は、伊賀市や亀山市向けに新たに整備した施設の費用などから、給水原

価について目標を少し下回りました。 

・ 工業用水道事業について、河川内工事であることから様々な要因で水管橋の耐震

化が遅れています。また、平成２０年度以降、景気が落ち込み、使用水量が減少した

ことなどに伴い、給水原価について目標を少し下回りました。 

・ 水力発電事業について、降雨状況などの外的要因で年間の達成状況が異なってい

ます。平成２０年度を除いて溢水電力量は目標を下回りました。 

・ ＲＤＦ焼却・発電事業では、市町のＲＤＦ製造施設との協調のもと、日常的なＲＤＦ

の品質管理や搬入量の調整により、計画期間全体を通して外部処理委託量は発生し

ていません。また、ＲＤＦ搬入量が減少傾向にあることから、年間の供給電力量が減

少してきています。 
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□まとめ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
第１次中期経営計画の実施期間では、知事から示された「企業庁のあり方に関する

基本的方向」に沿って、市水道事業への一元化などの経営改善に取り組むとともに

計画的な施設改良や市町と連携した水質管理の強化をはかることなどを重点的な

取組とし、「安全・安定」供給に努めてきました。 

 経営状況に関しては、効率的な事業経営に取り組むため、各事業において計画的

で統一的な財務運営を行っています（主な状況についてはア、イ、ウ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「成果指標」における実績については、気象状況や社会動向などの外的要因による

影響などから達成状況にばらつきがありますが、「企業庁のあり方に関する基本的

方向」に沿った経営改善を進めており、計画期間全体を通しては概ね目標を上回る

結果が得られました。 

全体を総括すると、相手方との交渉のなかで目標時期が延伸するなど変更が生じ

たこともありますが、長期経営ビジョンの経営理念※１に基づき、「将来に渡って持

続可能な水と電気の『安全・安定』供給を実現する」ための具体的な取組を進めるこ

とができました。 

 

第２次中期経営計画の実施期間においても引き続き、「企業庁のあり方に関する基

本的方向」の具体化による経営改善や計画的な施設改良の推進等、長期経営ビジョ

ンにおける重点的な取組としている経営目標の達成に向け、的確な進捗管理を行い、

経営改善の取組を着実に進めていく必要があります。 

 

 
＜参 考＞ 
※１ 経営理念 
  『企業庁は確かな技術とチャレンジ精神で、三重の活力と安心に貢献する公営企業をめざ
します。 

 ①「安全・安心・安定」供給を次世代につなげます。 
 ②技術力で県民の皆さんと確かなパートナーシップを築きます。 
 ③常に上のステージをめざし、自ら変革を続けます。』 

ア 水道事業及び工業用水道事業では、公的資金補償金免除繰上償還制度などを活

用して、長期債務の繰上償還を実施し、支払利息の軽減がはかられたことなどか

ら、費用が減少し計画を上回る純利益を確保しています。また、的確な需要予測

や経費削減を行うことで、平成２２年１月から北伊勢工業用水道の料金を、平成２２

年４月から水道料金を、それぞれ引き下げました。なお、平成２２年度は水道事業

において伊賀市水道事業への一元化に伴い、収益的収支で純損失が発生する見込

みです。 
イ 水力発電事業では、平成１６年の台風２１号で被災した発電所の運転を、平成２０

年度に再開したことなどから収支は改善しています。なお、平成２２年度は、設備

改修費用などが嵩んでいますが、純利益を確保できる見込みです。 
ウ ＲＤＦ焼却・発電事業では毎年度純損失が発生しておりますが、平成２０年１１月の  

ＲＤＦ運営協議会理事会及び総会において、平成２０年度から平成２８年度までの収

支の不足見込み額については県と市町で半分ずつ負担することとし、平成２８年度

で収支が均衡するよう平成２１年度から毎年度処理委託料を段階的に引き上げる

こととしました。 
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第３章 経営の状況 
１ 水道用水供給事業 
（１）事業の概要 

現在､給水を実施している営業事業は､北中勢水道用水供給事業及び南勢志摩

水道用水供給事業の２事業で､県内２９市町のうち１７市町に水道用水を供給してい

ます。 

給水能力は６浄水場で日量４５万４，０６６m3 となっており､平成２２年度の給水量

は８，１１５万７千㎥の見込みで、１７受水市町の水道使用量の約３７％、県全体の水道

使用量の約２９％ (平成２０年度)に相当しています｡ 

 ① 営業事業 

事業名 水 源 浄水場 
給水能力 
（㎥／日） 

給水対象市町 
管路延長 
（ｋｍ） 

木曽川総合用水 
（岩屋ダム） 

播磨 ８０，３００ 
桑名市、四日市市、鈴鹿市、木曽
岬町、朝日町、川越町 

三重用水 水沢 ５１，０００ 四日市市、鈴鹿市、菰野町 
 
北勢系 
 長良川 

（長良川河口堰） 
播磨 １３，４００ 

桑名市、四日市市、木曽岬町、朝
日町、川越町、亀山市 

１６４．３ 

雲出川（君ケ野ダム） 高野 ８１，４１６ 津市、松阪市 

北中勢 
水道用 
水供給 
事業 

中勢系 長良川 
（長良川河口堰） 

大里 
５８，８００ 

津市、松阪市 
１３５．３ 

志摩系 
磯部川（神路ダム、恵
利原ダム）、櫛田川（蓮
ダム） 

磯部※ 
多気 

３１，０００※ 
１０，０００ 

志摩市 ９５．２ 
南勢志 
摩水道 
用水供 
給事業 

南勢系 櫛田川（蓮ダム） 多気 １２８，１５０ 
松阪市、伊勢市、鳥羽市、明和町、
度会町、玉城町、多気町 

９９．６ 

計  ６ヶ所 ４５４，０６６ 計 １７市町 ４９４．４ 

  ※ 平成２３年度から志摩水道の一元化に伴い、磯部浄水場からの供給分（３１，０００㎥／日）につ

いて皆減します。 

 

 ② 建設関係 

事業名 水  源 
計画 
目標 
年度 

給水対象市町及び給水量 
(㎥/日) 

給水能力 
(㎥/日) 

給水開始 
年 月 日 

工 期 
事 業 費 
(百万円) 

北中勢水
道用水供
給事業 
( 北 勢 系
第２次拡
張事業） 
長良川水
系 

長良川 
（ 長良
川河口
堰） 

Ｈ３０ 

桑名市  １，１００ 
四日市市２，２００ 
鈴鹿市  ２，２００ 
亀山市  ７，４００ 
木曽岬町２，０００ 

朝日町１，０００ 
川越町１，４００ 
菰野町  ７００ 
 
 計 １８，０００ 

１８，０００ 
 

一部給水： 
 H１３．４．１ 
一部給水： 
 H２１．７．１ 
全部給水 
 H２３．４．１ 

Ｈ１０ 
～Ｈ２２ 

１６，８９０ 

南勢志摩
水道用水
供給事業 

櫛田川
（蓮ダ
ム） 

Ｈ３２ 大台町 １，７００ １，７００ 
H２７．４．１ 
(予定) 

Ｈ２３ 
～Ｈ２６ 
（予定） 

 

    計              １９，７００    

※ 計画目標年度は、事業認可計画時において施設能力に見合う需要が発生すると見込んだ年度

です。 
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２ 工業用水道事業 
（１）事業の概要 

   工業用水道事業は、昭和３１年に四日市工業用水道（昭和３６年県土木部から北伊

勢工業用水道として引き継ぐ）の給水を開始して以来、昭和３８年には松阪工業用

水道、昭和４６年には中伊勢工業用水道、昭和６１年には多度工業用水道で給水を

開始しました｡ 

現在、県域全体では最大給水能力日量９１万１,５００㎥となっており、平成２２年度

の実給水量※１は１億７，３２５万４千㎥の見込みで、県内の９７社１０８工場に工業用水

を給水しており、県全体の工業用水需要量に対しては６０％(平成２０年度)に相当し

ています｡ 

      また、将来の水需要に備えて三重用水、長良川河口堰に水源を確保しています。 

 

①営業事業                     

事 業 名 水 源 浄水場 
給水能力 
（㎥／日） 

契約水量※２ 
（㎥／日） 

給水区域 給水工場数 
管路延長 
（ｋｍ） 

長良川 沢地 ２５０，０００ 

員弁川 伊坂 １８０，０００ 北伊勢工業
用水道事業 

木曽川総合用水 
（岩屋ダム） 

山村 
（５６０，０００） 

４００，０００ 

７３３，３４０ 

桑名市、四日
市市、鈴鹿市、
津市、朝日町、
川越町 

７５社８４工場 ２９７．０ 

多度工業用
水道事業 

三重用水 多度 １０，０００ １０，０００ 桑名市 １社１工場 ０．３ 

中伊勢工業
用水道事業 

雲出川 
(君ケ野ダム） 

 ― 
（５０，０００） 

３３，０００ 
１７，６７０ 津市 １４社１６工場 ３８．９ 

松阪工業用
水道事業 

櫛田川  ― 
 

３８，５００ 
３８，５００ 松阪市 ７社７工場 １５．３ 

計  ４ヶ所 
(１，０８８，５００) 

９１１，５００ 
７９９，５１０  ９７社１０８工場 ３５１．５ 

  （注）給水能力の（）は全体計画量を示します。 
 

 ②確保水源 

事業名 計画給水区域 水  源 
計画給水量 

（㎥/日） 
工  期 事 業 費 備    考 

鈴鹿工業用 

水道事業 

四日市市 

鈴鹿市 
三重用水 ４，８００ 

（三重用水） 
昭和３９年度 
～ 

平成４年度 

（三重用水） 
約３０．１億円 

水源施設は完了 
(水資源機構管理) 

長良川河口堰

関連工業用水

道事業（仮称） 

北勢地域 
長良川 

(長良川河口堰) 
５１５，０００ 

(長良川河口堰） 
昭和４３年度 
～ 

平成６年度 

(長良川河口堰) 
約２６６．３億円 

水源施設は完了 
(水資源機構管理) 

計   ５１９，８００    

（注）計画給水量については、事業予定計画水量 
 

 

＜参 考＞ 

  ※１ 実給水量 

  実際に１年間にユーザーへ給水した水量 

※２ 契約水量（基本使用水量）  
    一日の各時間において使用する水量の最大量に２４を乗じて得た一日当たり水量を一

年間分積み上げた水量 
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３ 電気事業 
（１）営業事業の概要 
① 水力発電事業 

県内における電力の確保及び電力の安定供給を行うために、昭和２７年に長発

電所を建設して以降、宮川第一、宮川第二、宮川第三、三瀬谷、青蓮寺発電所

を建設してきました｡ 
その後、昭和４８年のオイルショックを受け石油代替エネルギー確保のため、

大和谷、蓮、青田、比奈知発電所を建設しました。現在では１０発電所で合計最

大出力は９万８千ｋＷとなっており、平成２２年度の供給電力量は３億１，３４９万１千

ｋＷｈの見込みです。 

  【営業事業】 

水系 発電所名 使用河川 発電形式 
最大使用水量 
（㎥／秒） 

最大出力 
（ｋＷ） 

年間目標供給電力量※１

（千ｋＷｈ） 

長 大内山川他 水路式 ６．００ ２，６００ １２，９２３ 

宮川第一 宮川 ダム水路式 ２４．００ ２５，６００ ７１，６１７ 

宮川第二 宮川、南又谷川 水路式 ２４．００ ２８，６００ ９１，４０２ 

宮川第三 宮川、不動谷川他 ダム水路式 ３．００ １２，０００ ５１，１２４ 

三瀬谷 宮川 ダム式 ４０．００ １１，４００ ２１，１８０ 

宮川 

大和谷 大和谷川他 水路式 ３．００ ６，４００ １３，１３２ 

青蓮寺 青蓮寺川 ダム式 ４．００ ２，０００ ７，０７３ 
淀川 

比奈知 名張川 ダム式 ３．７０ １，８００ ６，０３６ 

蓮 蓮川 ダム式 ９．００ ４，８００ １１，９４３ 
櫛田川 

青田 青田川、菅谷川 水路式 １．５０ ２，８００ １０，１９３ 

合      計 ９８，０００ ２９６，６２３ 

 

② ＲＤＦ焼却・発電事業 

    資源循環型社会の構築をはかるとともに、未利用エネルギーの有効活用を促

進するため、水力発電事業(本体事業）の附帯事業※２として、三重ごみ固形燃料

発電所を整備し、平成１４年１２月から稼働させています。 

平成２２年度はＲＤＦ※３を４万７千ｔ受け入れ、６，１３９万７千ｋＷｈの発電を行う見

込みです。 

  

 

 

＜参 考＞ 
※１ 年間目標供給電力量 
   過去の実績などから将来の供給電力量を予測した値。 

※２ 附帯事業 

地方公営企業が経営する本体事業と密接な関係にあるものとして、本体事業に附帯し
て経営される事業。 

※３ ＲＤＦ 
Ｒｅｆｕｓｅ Ｄｅｒｉｖｅｄ Ｆｕｅｌ（ごみ固形燃料）の略。家庭や事業者から排出された可燃性ご
みを押し固めてつくられる燃料で、電気を発生させる熱源として利用できる。 
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  ア 水力発電事業 

平成２２年度末の資産の状況は、施設などの固定資産約１３４億円と現金預金

などの流動資産約２６億円を合わせ約１６０億円となる一方､負債は企業債など

の固定負債、未払費用などの流動負債を合わせ約３億円となっています｡ 

また、借入資本金として建設改良のために借り入れた企業債残高が約３５億

円あります。 

 

 イ ＲＤＦ焼却・発電事業 

平成２２年度末の資産の状況は、施設などの固定資産と未収金などの流動資

産を合わせ約１６億円ですが、負債には、未払費用などの流動負債約１億円が

含まれています｡ 

また、借入資本金として建設改良のために借り入れた企業債の残高が約  

２，５００万円あります。 

 

（３）経営にあたっての留意点 

① 水力発電事業の民間譲渡を行うにあたって、設備改修など譲渡までに県が実

施することとしている課題の解決をはかる必要があります。 

② ＲＤＦ焼却・発電事業の運営主体については、水力発電事業の譲渡以降も平成

２８年度までは、引き続き、企業庁が事業を運営することとしていますが、経

営上の収入により事業の経費を賄うなど公営企業として成り立つ仕組みなど、

様々な課題について関係部局と連携し検討する必要があります。 

③ 関係機関と企業庁が緊密な連携のもと一体となって三重ごみ固形燃料発電

所の管理に努め、安全・安定運用を行っていく必要があります。 

④ 水力発電事業の民間譲渡やＲＤＦ焼却・発電事業の運営経費などから、今後、

電気事業会計全体での資金不足が懸念されるため、資金が不足した場合の対応

について、検討していく必要があります。 
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第５章 事業別の取組 
１ 水道用水供給事業 
（１）経営目標 

① 計画的な施設改良の推進 

将来予想される大規模地震に備えるため主要施設の耐震化対策を重点的に実

施するとともに、耐用年数を経過した電気・計装・機械設備の更新を実施します。 
 

② 市町・民間事業者と連携した水質管理強化の推進 

市町の水質管理技術に応じた研修を行うとともに、日頃から技術交流を深め情

報の共有化をはかり、水質管理の強化に取り組みます。 

 
③ 技術管理業務の包括的な民間委託 

限られた経営資源のもとで、将来にわたって安全で安心な水道用水を安定して

供給するため、平成２４年度から浄水場等における技術管理業務の包括的な民間委

託を段階的に導入していきます。 

 

④ 建設・拡張事業の的確な推進 

・ 大台町への新規給水について、需要量と給水開始時期に対応した的確な工事

の推進をはかります。 

・ 北中勢第２次拡張事業の取水・導水及び浄水施設の整備に向けた取組を行いま

す。 
⑤ 効率的な事業執行 

県が策定した「公共事業コスト構造改善に関する第４次行動計画」（平成２２年度

～平成２６年度）に基づきコストと品質の両立に取り組みます。 

 

（２）経営目標達成のための取組 

① 計画的な施設改良の推進 

 【課題】 

＜耐震化対策＞ 

・ 浄水場内の沈澱池など、大規模地震に対する耐震性が低い主要施設や水管橋

が一部残存しています。また、一部耐震診断が未実施のものもあります。 

＜老朽劣化対策＞ 

・ 管路については、すべて耐震性が高い鋼管(ＳＰ)やダクタイル鋳鉄管(ＤＣＩＰ)

を使用していますが、腐食環境の著しい箇所に埋設されている管路の布設替え

や電気防食設備の設置などが必要です。 

・ 耐用年数を経過した電気・計装・機械設備などの更新が必要です。 
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 【取組】 

＜耐震化対策＞ 

・ 大規模地震による被害を最小限に抑えるため、人命や社会的に重大な被害を

及ぼすと思われる浄水場・ポンプ所建築物などの主要施設に対する耐震化対策

を耐震診断に基づき計画的に実施します。 

 ・ 震災時の応急復旧に時間を要する水管橋については、耐震診断に基づき上部

工への落橋防止装置の設置や下部工の補強等の対策を計画的に実施します。 

＜老朽劣化対策＞ 

・ 管路については、老朽化、漏水実績、布設条件、他工事との同時施工などを

総合的に判断して更新を実施します。 

・ 全ての水系において、監視制御設備、計装設備※１、機械設備などを、個々

の設備の耐用年数、劣化状況及び交換部品の製造中止などを総合的に判断して

更新します。 

 

ア 施設区分別事業費                      （単位：百万円） 
           年 度 
施 設 区 分 

Ｈ１９ 
～Ｈ２２※３ 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
Ｈ２３ 
～Ｈ２６ 

主要施設※２の耐震化 ５４ ２１ ２１ ０ ０ ４２ 

水管橋の耐震化 ２６４ １５６ ３０９ ６４６ ２６８ １，３７９ 

管路の漏水対策 １１９ ３０ １８４ １８４ １８４ ５８２ 

機器・設備の更新 ３，７４９ １，３３３ １，７７２ ２，０９７ １，９２３ ７，１２５ 

その他 １，１０３ １７１ １５６ ５３ ４８ ４２８ 

専
用
施
設 

小   計 ５，２８９ １，７１１ ２，４４２ ２，９８０ ２，４２３ ９，５５６ 

水源施設の耐震化等 １５１ ５８ ５０ ５０ ５０ ２０８ 

合   計 ５，４４０ １，７６９ ２，４９２ ３，０３０ ２，４７３ ９，７６４ 

※２ 主要施設 ： 沈澱池、ポンプ所等 

※３ ４年間（平成１９年度～平成２２年度）の事業費について、平成２１年度までは決算ベースの実績
を、平成２２年度は現時点（最終補正予算ベース）の見込みを合わせ計上しています。 

 

イ 事業別事業費                        （単位：百万円） 
       年 度 
 事 業 別   

Ｈ１９ 
～Ｈ２２※２ 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
Ｈ２３ 
～Ｈ２６ 

北勢系 ２，０２９ ９８３ ９９６ ９９４ ９９８ ３，９７１ 
北中勢 

中勢系 １，１７９ ２３１ ６９６ １，１０２ ８４１ ２，８７０ 
南勢系 １，３６７ ４７４ ６９８ ８３７ ５３６ ２，５４５ 

南勢志摩 
志摩系 ５８７ ０ ０ ０ ０ ０ 

水質検査機器 １２７ ２３ ５２ ４７ ４８ １７０ 

専
用
施
設 

小  計 ５，２８９ １，７１１ ２，４４２ ２，９８０ ２，４２３ ９，５５６ 
水源施設の耐震化等  １５１ ５８ ５０ ５０ ５０ ２０８ 

合   計 ５，４４０ １，７６９ ２，４９２ ３，０３０ ２，４７３ ９，７６４ 

 

 

 

＜参 考＞ 
※１ 計装設備 
   浄水処理などを行うための計測、制御装置 
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 ② 市町・民間事業者と連携した水質管理強化の推進 

  【課題】 

・ 水道水の安全性や信頼性に対する法的な要求事項は高度化してきており、市

町等との連携を深めながら、水質管理の強化をはかる必要があります。 

  

 【取組】 

・ 「三重県精度管理協議会※１」などを活用し、市町や民間事業者のニーズを踏

まえながら連携を進めていきます。 

・ 自己検査機器を保有している市とは、日常の管理技術が向上するよう、適宜、

技術研修を行います。緊急時には、「震災時等における水質検査機器の相互利

用に関する協定」に基づき、検査機器を相互補完するなどの対応を行います。 

・ 自己検査機器を保有していない市町とは、事故時の水質管理や水質苦情時の

初期対応などについて研修を行うとともに、必要に応じてＯＪＴを行います。 

 

③ 技術管理業務の包括的な民間委託の推進 

 【課題】 

・ 限られた経営資源のもとで、将来にわたって安全で安心な水道用水を安定し

て供給するためには、積極的に民間活力の導入をはかり、官民が適正な役割分

担のもと一体となって取り組むことにより、事業の持続可能性を高める必要が

あります。 

・ 管理する浄水場や施設の数が異なることや、水道用水供給事業や工業用水道

事業で施設を共同管理している場合があるなど、各事務所によって包括的な民

間委託を導入する場合の状況が異なっています。このため、委託範囲の詳細に

ついては、水道事務所毎に個別整理していく必要があります。 

・ 平成２１年度から導入された工業用水道の浄水場等への技術管理業務の包括

的な民間委託の運営状況の検証などを踏まえて、平成２４年度からの導入を目標

に諸課題の解決に向けて取り組む必要があります。 

 

 【取組】 

 ア ４年間の取組内容 

・ 浄水場等における技術管理業務の包括的な民間委託について、平成２４年

度からの段階的な導入を目標に取り組んでいきます。 

 

 

 

 
  

＜参 考＞ 
※１ 三重県精度管理協議会 
   「三重県水道水質管理計画」に基づき、水道水の水質検査の精度を適正に管理するととも
に検査担当者の技術の向上をはかるため、平成９年度に県が設立しました。構成員は、県環
境森林部、厚生労働省登録検査機関、企業庁や四日市市などの自己検査水道事業者、保健
環境研究所などからなる組織で、技術検討会や交流会を行っています。 
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イ 具体的な推進計画 

 ・ 水道事業の包括的な民間委託については、平成２４年度からの段階的な導

入を目標に、業務効率の向上や安全性の確保などの観点から検証を行い、

課題への対応などを整理していきます。 

 ・ 北勢水道事務所及び南勢水道事務所の浄水場等については、平成２４年度

から技術管理業務の包括的な民間委託を導入（開始）していきます。 

 ・ 中勢水道事務所の浄水場等については、平成２４年度から運転監視業務の

民間委託を導入（開始）していきます。 

 ・ 平成２４年度以降も、包括的な民間委託の導入効果を検証しつつ、中勢水

道事務所の管内に導入するなど、委託範囲の拡大について検討していきま

す。 

ウ 技術継承の検討 

   ・ 包括的な委託の導入に伴い、職員の将来的な技術力の低下を招かないよ

う職員の技術継承を行うため、ＯＪＴの取組などを含めた研修制度やＩＳＯ  

９００１マニュアルなどの再整備などに取り組みます。 

・ 包括的な技術管理業務を進めるうえで重要な委託業務の監督員養成を行

っていきます。 

 

④ 建設・拡張事業の的確な推進 

【課題】 

・ 大台町への新規給水については、給水開始時期に対応した的確な工事進捗を

はかる必要があります。 

・ 北中勢水道第２次拡張事業については、北伊勢工業用水道の取水・導水・浄水

及び配水施設の一部を暫定的に使用して給水を行っていますが、適切な時期に

この暫定措置を解消する必要があります。 

 

 【取組】 

・ 大台町新規給水については、平成２７年４月の給水開始（１，７００㎥／日）に向け

て、平成２３年度から適切に工事を実施します。 

・ 工業用水道施設の暫定使用により未整備となっている取水・導水施設（北勢及

び中勢系）、凝集沈殿池（中勢系）の整備及び工業用水道配水管など一部施設の

水道への用途変更（本転用）に向けた取組を行います。 

 
⑤ 効率的な事業執行 
 【課題】 

・ コスト縮減の取組については、引き続き継続する必要がある一方で、行き過

ぎたコスト縮減は品質の低下を招く恐れもあり、コストと品質との両面を重視

する取組へ転換することが必要です。 
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 【取組】 

・ 「事業の計画段階から維持管理まで、投資に対して最も価値の高いサービス

を提供する」というコストと品質を重視した総合的なコスト構造の改善を推進

するため、施設の更新に合わせ長寿命化をはかることなどに取り組みます。ま

た、その取組成果については、毎年、各事業所間で情報共有し、次年度以降の

取組に生かしてきます。 
 

（３）今後４年間の取組目標 

   今後４年間に取り組む目標を明確にするため、成果指標を用いた数値目標を設

定し、毎年度、進捗管理を行うことにより、着実に計画を推進します。 

 

【第２次中期経営計画の「経営目標」を達成するための成果指標】       

経営目標 指 標 

（単位） 

主な成果（目的） Ｈ２２末 

（現状値） 

Ｈ２３ 

 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

（目標値） 

浄水場等にお

ける主要施設の

耐震化率（％） 

浄水場等における主要

施設の耐震化が計画

的に実施され、水道水

が安定的に供給出来る

状態であること 

９８．４ ９９．２ １００ １００ １００ 

水管橋の耐震

化率（％） 

水管橋の耐震化が計

画的に実施され、水道

水が安定的に供給出

来る状態であること 

９２．９ ９３．５ ９４．７ ９６．５ ９８．８ 

①計画的な

施設改良の

推進 

設備の更新率

（％） 

設備の老朽劣化対策

が計画的に実施され、

水道水が安定的に供

給できる状態であること 

－ ２４．４ ５３．３ ８４．４ １００ 

②市町・民

間事業者と

連携した水

質管理強化

の推進 

水質基準適合

率（％） 

水質基準に適合し、水

道水が安全であること 
１００ １００ １００ １００ １００ 

給水障害発生

件数（件） 

水が安全で安定的に

供給されていること 
０ ０ ０ ０ ０ 

③包括的な

民間委託の

推進 

④建設・拡

張事業の推

進 

⑤効率的な

事業執行 

給水原価 

（円／㎥：税抜） 

事業が効率的に運営さ

れていること 
１１２．０ １１３．９ １１３．８ １１１．６ １１０．９ 

 
〔指標の説明〕 
  ・ 浄水場等における主要施設の耐震化率 

企業庁が管理する主要施設（１２９施設）のうち、計画的に耐震化する主要施設の割合。（平成
２４年度までに全て完成予定。） 

  ・ 水管橋の耐震化率 
企業庁が管理する水管橋（１７０橋）のうち、計画的に耐震化する水管橋（平成２６年度までに  

１６８橋）の割合。（残りの２橋を含め平成２８年度までに全て完成予定。） 
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（単位：百万円）
平成２２年度
（補正後予算）

平成２３年度
（当初予算）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

9,875 9,408 9,397 9,387 9,390 
192 208 290 293 221 
-  -  -  -  -  

10,067 9,616 9,687 9,680 9,611 
7,812 7,420 7,598 7,485 7,535 
1,286 1,206 1,132 1,053 904 
5,435 1,930 -  -  -  
14,533 10,556 8,730 8,538 8,439 
△4,466 △940 957 1,142 1,172 
178 -  -  -  -  
138 -  -  -  -  
2,122 2,069 2,065 1,262 1,209 
5 1,757 167 212 338 

2,443 3,826 2,232 1,474 1,547 
1,722 1,912 2,700 3,275 2,840 
5,701 7,398 5,068 3,917 3,748 
7,423 9,310 7,768 7,192 6,588 
△4,980 △5,484 △5,535 △5,718 △5,041 
13,456 13,354 12,527 11,670 10,871 
△4,466 △940 957 1,142 1,172 
9,422 5,597 3,721 3,777 3,792 
△5,058 △5,484 △5,535 △5,718 △5,041 
△102 △827 △857 △799 △77 
13,354 12,527 11,670 10,871 10,794 

・四捨五入のため合計が合わない場合があります。
・需要予測は参考資料Ｐ７４を参照。

特別損失

（注）・収益的収支は税抜き。資本的収支は税込み。

資
金
収
支

前年度末内部留保資金
純利益
当年度分損益勘定留保資金等

資本的収支不足額
単年度資金収支

資
本
的
収
支

企業債

区分

営業費用
営業外費用

費用計

営業収益
営業外収益
特別利益

収入計
収
益
的
収
支

純利益

補助金
出資金
その他収入

収入計
建設改良費
償還金

支出計
資本的収支不足額

当年度末内部留保資金

  ・ 設備の更新率 

４年間（平成２３年度～平成２６年度）で更新する設備（９０設備）のうち、計画的に更新する割合。 

  ・ 水質基準適合率 
   水道法の水質基準（５０項目）に関する全検査数のうち、適合している割合。 

・ 給水障害発生件数 
当庁の施設に起因して、住民（受水市町のうち用水供給から給水を受けている住民）への給
水に支障が生じた水質事故や漏水などの件数（なお、異常渇水や震災など、不可抗力による

給水障害は対象とはしません。） 

  ・ 給水原価 
 水道水を１㎥つくるために要する費用。 

   〔経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価）〕/有収水量 
 

 

（４）収支計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 収益的収支 

  ・ 収入は、現行料金と需要量予測から約９６億円～１０１億円と見込んでいます。

平成２３年度は、志摩水道用水供給事業の志摩市水道事業への一元化により約５

億円減少すると見込んでいます。 

  ・ 費用は、市水道事業への一元化に伴い、平成２２年度に約５４億円、平成２３年

度に約１９億円の特別損失を見込んでいることから、それぞれ約１４５億円と約 

１０６億円の費用を見込んでおりますが、平成２４年度以降は、一元化により費用

が減少し、約８４億円～８７億円と見込んでいます。 

  ・ 収益的収支は、市水道事業への一元化に伴い、平成２２年度に約４５億円、平

成２３年度に約９億円の純損失となる見込みであり、利益積立金を約３３億円取崩
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（単位：百万円）
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

発行額 218 -  -  -  -  
償還額 14,263 7,212 4,893 3,733 3,554 
年度末残高 47,773 40,561 35,668 31,935 28,381 
うち高金利企業債 454 221 -  -  -  

年度末残高 1,325 1,164 995 816 628 

49,098 41,725 36,663 32,751 29,009 
（注）高金利企業債は年利５．０％以上のものを計上。

合計

区分

水資源機
構割賦負
担金

企業債

し充当する予定でありますが、平成２３年度末には約２１億円の未処理欠損金が

生じる見込みです。平成２４年度以降は約１０億円～１２億円の純利益が確保でき

る見込みであることから、この未処理欠損金は平成２５年度までに解消できる見

込みです。 

 

② 資本的収支 

  ・ 収入は、北勢広域水道拡張事業の終了に伴い国庫補助金などが減少し、毎年

度約１５億円～３８億円となる見込みですが、平成２３年度は市水道事業への一元

化に伴う債務承継のため、その他収入が約１７億円増加します。 

  ・ 支出は、施設の老朽劣化対策、耐震化対策工事などにより毎年度約１７億円～   

３３億円の建設改良費が必要となります。また、平成２３年度は市水道事業への

一元化に伴う債務承継のため、企業債の繰上償還を行うことから償還金が約１７

億円増加します。 

  ・ 資本的収支の不足額は、内部留保資金などにより補填していきます。 

 

③ 資金収支 

  ・ 単年度の資金収支は、毎年度赤字となりますが、平成２６年度末の内部留保資

金について約１０８億円を確保します。 

 

（５）長期債務償還計画 

  ・ 高金利の企業債は、繰上償還を積極的に行うことにより、後年度の支払利息

の負担軽減をはかります。 

  ・ 収支計画においては、償還上限額を基本として計上し、計画期間内で約３億

円の繰上償還を行う予定としています。 

 

【長期債務残高】 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 34 

２ 工業用水道事業 
（１）経営目標  

① 計画的な施設改良の推進 

将来予想される大規模地震に備えるため耐震性の低い施設の耐震化対策を重

点的に実施するとともに、耐用年数を経過した電気・計装・機械設備の更新などを

計画的に実施します。 
 

② 技術管理業務の包括的な民間委託 

更なる民間活力を導入し、官民が一体となって事業の持続可能性を高めること

で、将来にわたる「安全・安定」供給を実現するため、平成２４年度から浄水場等に

おける技術管理業務の包括的な民間委託の業務範囲を拡大していきます。 

 

③ ユーザーとの協働 

ユーザーの理解と協力のもと経営を進めるため、経営状況や施設改良計画など

の情報提供を進めます。 

 

④ 未利用水等への対応 

・ 事業の経営基盤をより強固にし、未売水を減少させるため、県や市町の企業誘

致部局との情報交換を密にして、新規誘致企業に対する営業活動を展開し、新規

需要開拓を行います。 

・ 貴重な資源として確保されている未利用水の利用促進に取り組みます。 

 

⑤ 効率的な事業執行 

県が策定した「公共事業コスト構造改善に関する第４次行動計画（平成２２年度～

平成２６年度）」に基づきコストと品質の両立に取り組みます。 

 

（２）経営目標達成のための取組 

① 計画的な施設改良の推進 

 【課題】 

 ＜耐震化対策＞ 

・ 近年、東海地震など大規模地震の発生が懸念されるなか、北伊勢工業用水道

事業では、主要な施設や大口径の水管橋の耐震化を進めていますが、工法の見

直しなどにより、遅れが生じています。 
 ＜老朽劣化対策＞ 

・ 北伊勢工業用水道事業は、四日市工業用水道事業として昭和３１年に一部給水

を開始して以来、需要の増加に応え４回の拡張を実施してきましたが、施設は

既に３０年から５０年が経過し、老朽劣化による漏水などが増加傾向にあります。 
  このため、昭和５６年から主要幹線の主にコンクリート管の更生や浄水場等の

電気・計装・機械設備などを更新してきましたが、引き続き、未更生部分の管路

の更生や設備の更新を行っていく必要があります。 
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 【取組】 

 ＜耐震化対策＞ 

・ 浄水場・取水所などの主要施設については、被災した場合、人命や社会的に重

大な被害を及ぼすと思われる施設の耐震化工事を実施します。 

・ 水管橋については、被災後の応急復旧に長期間を要する内径１０００㎜以上の水

管橋の耐震化工事を優先的に実施します。 

＜老朽劣化対策＞ 
・ 電気・計装・機械設備などについては、個々の設備の耐用年数、劣化状況及び交

換部品の製造中止などを総合的に判断して更新します。 

・ 管路については、コンクリート管や鋳鉄管の更生工事を実施します。 
 

ア 施設区分事業費                      （単位：百万円） 

年度 

施設区分 

Ｈ１９ 

～Ｈ２２※２ 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

Ｈ２３ 

～Ｈ２６ 

主要施設※１の耐震化 １，０８１ ５４６ ４８４ ３３２ ６４５ ２，００７ 

水管橋の耐震化 ２，３０１ ８８９ １，２３８ ３６０ ２０ ２，５０７ 

配水運用の強化  ９６１ ４１７ ４４１ ５７０ ４０９ １，８３７ 

ＰＣ管、鋳鉄管の管更生 ６２９ ２０ ４１８ ６６７ ３１９ １，４２４ 

老朽化施設の更新 １，５７４ ８７８ １，２２７ １，４３１ ２，０５７ ５，５９３ 

専
用
施
設 

その他 ３４６ ０ ０ ０ ０ ０ 

小計 ６，８９２ ２，７５０ ３，８０８ ３，３６０ ３，４５０ １３，３６８ 

木曽川総合用水耐震化 ３３０ ４３０ ３７０ ３７０ ３７０ １，５４０ 水
源
施
設 君ヶ野ダム設備改良 ６１ ０ ０ ０ ０ ０ 

小計 ３９１ ４３０ ３７０ ３７０ ３７０ １，５４０ 

合計 ７，２８３ ３，１８０ ４，１７８ ３，７３０ ３，８２０ １４，９０８ 

※１ 主要施設 ： 沈澱池、ポンプ所等 

※２ ４年間（平成１９年度～平成２２年度）の事業費について、平成２１年度までは決算ベースの実績
を、平成２２年度は現時点（最終補正予算ベース）の見込みを合わせ計上しています。 

 

イ 事業別事業費                        （単位：百万円） 

年度 

事業別 
Ｈ１９ 
～Ｈ２２※２ 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
Ｈ２３ 
～Ｈ２６ 

北伊勢 ６，４５１ ２，４７８ ３，２９５ ２，８９３ ２，８４６ １１，５１２ 

多度 ２３２ ４０ ２７３ １８９ ２０７ ７０９ 

中伊勢 １０３ １５８ ６９ １ ５５ ２８３ 

専
用
施
設 

松阪 １０６ ７４ １７１ ２７７ ３４２ ８６４ 

小計 ６，８９２ ２，７５０ ３，８０８ ３，３６０ ３，４５０ １３，３６８ 

木曽川総合用水耐震化 ３３０ ４３０ ３７０ ３７０ ３７０ １，５４０ 水
源
施
設 

君ヶ野ダム設備改良 ６１ ０ ０ ０ ０ ０ 

小計 ３９１ ４３０ ３７０ ３７０ ３７０ １，５４０  

合計 ７，２８３ ３，１８０ ４，１７８ ３，７３０ ３，８２０ １４，９０８ 
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 ② 技術管理業務の包括的な民間委託の推進 

 【課題】 

・ 限られた経営資源のもとで、将来にわたって良質な工業用水を安定して供給

するためには、積極的に民間活力の導入をはかり、官民が適正な役割分担のも

と一体となって取り組むことにより、事業の持続可能性を高める必要がありま

す。 
・ 平成２１年度から導入された工業用水道の浄水場等への技術管理業務の包括

的な民間委託の運営状況の検証などを踏まえて、平成２４年度からの委託範囲

の拡大を目標に諸課題の解決に向けて取り組む必要があります。 
 

 【取組】 

 ア ４年間の取組内容 

 ・ 浄水場などにおいて、技術管理業務の包括的な民間委託を推進し、北勢

水道事務所管内の工業用水道における委託業務範囲の拡大をはかってい

きます。 

 イ 具体的な推進計画 

  ・ 平成２４年度の包括的な民間委託の契約更新に向けて、現在の委託におけ

る諸課題の整理を進め、課題などの解決に向けた取組を行います。 

  ・ 平成２４年度以降も、委託の実施状況などを随時検証しながら、より効果

的な民間委託となるよう取り組んでいきます。 

 ウ 技術継承の検討 

  ・ 委託範囲の拡大に伴い、職員の将来的な技術力の低下を招かないよう職

員の技術継承を行うため、ＯＪＴの取組などを含めた研修制度やＩＳＯ   

９００１マニュアルなどの再整備などに取り組みます。 

・ 包括的な技術管理業務を進めるうえで重要な委託業務の監督員養成を行

っていきます。 

 

③ ユーザーとの協働 

 【課題】 

・ 工業用水道事業の経営効率化は、料金負担者であるユーザーの競争力など経

営面に多大な影響を与えることから、経営状況など積極的に情報提供を行うと

ともに、ユーザーの理解を得たうえで経営の効率化を進める必要があります。 
 

 【取組】 

・ 経営状況や今後の改良計画などの情報を提供するため、定期的な協議の場を

各ユーザーと毎年１回以上設けます。 
・ 円滑な事業運営を行うため、水源状況や渇水状況などに関する情報を迅速か

つ的確に提供します。また、ユーザーを対象としたメールマガジンの発行など

を行います。 
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④ 未利用水等への対応 

 【課題】 

・ 県勢の振興をはかっていくため、未利用水・未売水の活用が必要となってい

ます。 
  

 【取組】 

 ア 未利用水※１対応 

 ・ 未利用水源である長良川河口堰（５１５，０００㎥／日）については、県勢の振

興をはかるうえで非常に重要なインフラであることから、利用促進のため、

県や市町の企業誘致部局との連携により企業立地政策に対応した迅速な取

組を行います。 

 ・ 都市用水河川の浄化を目的とした環境用水などへの活用についても、知事

部局と企業庁で構成する「水資源関係部長会議」などで、知事部局と連携し検

討を行っていきます。 

 イ 未売水※２対応 

 ・ 新規企業の誘致や工場増設にあたっては、県及び市町の企業誘致部局と連

携しながら、工業用水の給水の問い合わせなどに対し、迅速かつ的確に対応

することで、工業用水の利用促進をはかります。 

 ・ 給水能力に余力のある北伊勢、中伊勢工業用水道事業の給水区域において、

配水管路付近で工業用水を使用していない企業に対し、アンケート調査を行

い、需要見込のある企業に対して営業活動を行います。 

 

⑤ 効率的な事業執行 

 【課題】 

・ コスト縮減の取組については、引き続き継続する必要がある一方で、行き過

ぎたコスト縮減は品質の低下を招く恐れもあり、コストと品質との両面を重視

する取組へ転換することが必要です。 
 

 【取組】 

・ 「事業の計画段階から維持管理まで、投資に対して最も価値の高いサービス

を提供する」というコストと品質を重視した総合的なコスト構造の改善を推進

するため、施設の更新に合わせ長寿命化をはかることなどに取り組みます。ま

た、取組成果については、毎年、各事業所間で情報共有し、次年度以降の取組

に生かしてきます。 
 

 
＜参 考＞ 
 ※１ 未利用水 

 県が将来の水需要に対応するため、確保している水源のうち、事業化されていないもの。 

 ※２ 未売水 
県が将来の水需要に対応するため、確保している水源のうち、既に事業化しているが受

水者が未確定なもの。 
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（３）今後４年間の取組目標 

   今後４年間に取り組む目標を明確にするため、成果指標を用いた数値目標を設

定し、毎年度、進捗管理を行うことにより、着実に計画を推進します。 

 

【第２次中期経営計画の「経営目標」を達成するための成果指標】     

※１ 平成２３年度以降、木曽川総合用水の耐震化を行うため、その負担金が増加します。 

※２ （ ）書きは累計値 

 

〔指標の説明〕 
 ・ 浄水場等における主要施設の耐震化率 
   企業庁が管理する主要施設（６４施設）のうち、計画的に耐震化する主要施設（平成２６年度ま

でに５６施設）の割合。（残りの８施設を含め平成２８年度までに全て完成予定。） 

・ 水管橋の耐震化率 
企業庁が管理する水管橋（７４橋）のうち、計画的に耐震化する水管橋（平成２６年度までに７１
橋）の割合。（残りの３橋を含め平成２８年度までに全て完成予定。） 

・ 管路の更生率 
４年間（平成２３年度～平成２６年度）で更生する管路（４，５１０ｍ）のうち、計画的に更生する管
路の割合。 

 

経営目標 指 標 

（単位） 

主な成果（目的） Ｈ２２末 
（現状値） 

Ｈ２３ 

 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６年度 
（目標値） 

浄水場等に

おける主要

施設の耐震

化率（％） 

浄水場等における主要施設

の耐震化が計画的に実施さ

れ、工業用水が安定的に供

給出来る状態であること 

７３．４ ７８．１ ７８．１ ８７．５ ８７．５ 

水管橋の耐

震化率（％） 

水管橋の耐震化が計画的に

実施され、工業用水が安定

的に供給出来る状態である

こと 

７３．０ ７７．０ ８７．８ ９５．９ ９５．９  

管路の更生

率（％） 

管路の老朽劣化対策が計画

的に実施され、工業用水が

安定的に供給できる状態で

あること 

－ １３．５ １３．５ ８２．３ １００．０ 

①計画的な施

設改良 

設備の更新

率（％） 

設備の老朽劣化対策が計画

的に実施され、工業用水が

安定的に供給できる状態で

あること 

－ １５．８ ４２．１ ６６．７ １００．０ 

給水障害発

生件数（件） 

工業用水が安全で安定的に

供給されていること 
０ ０ ０ ０ ０ 

給水原価 

（円／㎥） 

コスト削減などにより事業が

効率的に運営されていること 
２４．４ ２４．９※１ ２４．４ ２４．６ ２４．４ 

②技術管理業

務の包括的な

民間委託の推

進 

⑤効率的な事

業執行 年間給水量 

（百万㎥） 

工業用水が安定的に供給さ

れていること 
２１８ ２２５ ２２５ ２２５ ２２５ 

③ユーザーと

の協働 

④未利用水等

への対応 

新規・増量

契約件数

（件／年） 

新規需要に迅速、的確に対

応していること 
７ 

５ 

（５）※２ 

５ 

（１０） 

５ 

（１５） 

５ 

（２０） 
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（単位：百万円）
平成２２年度
（補正後予算）

平成２３年度
（当初予算）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

5,969 5,999 5,982 5,982 5,982 
58 39 31 31 31 
18 8 -  -  -  

6,045 6,046 6,013 6,013 6,013 
4,719 5,073 5,055 5,119 5,130 
614 558 435 407 380 
29 32 48 46 46 

5,362 5,663 5,538 5,572 5,556 
683 383 475 441 457 
1,247 1,225 585 418 197 
188 251 385 275 130 
1,261 1,211 1,191 1,211 1,231 
18 3 -  -  -  

2,714 2,690 2,161 1,904 1,558 
2,611 3,116 4,116 3,647 3,715 
4,556 3,738 2,233 2,047 2,071 
7,167 6,854 6,349 5,694 5,786 
△4,453 △4,164 △4,188 △3,790 △4,228 
14,268 12,862 11,426 10,024 9,025 
683 383 475 441 457 
2,364 2,345 2,311 2,350 2,420 
△4,453 △4,164 △4,188 △3,790 △4,228 
△1,406 △1,436 △1,402 △999 △1,351 
12,862 11,426 10,024 9,025 7,674 

・四捨五入のため合計が合わない場合があります。
・需要予測は参考資料Ｐ７５を参照。

当年度末内部留保資金

建設改良費
償還金

支出計
資本的収支不足額

補助金
出資金
その他収入

収入計

区分

営業費用
営業外費用

費用計

営業収益
営業外収益
特別利益

収入計
収
益
的
収
支

純利益

特別損失

（注）・収益的収支は税抜き。資本的収支は税込み。

資
金
収
支

前年度末内部留保資金
純利益
当年度分損益勘定留保資金等

資本的収支不足額
単年度資金収支

資
本
的
収
支

企業債

・ 設備の更新率 

４年間（平成２３年度～平成２６年度）で更新する設備（５７設備）のうち、計画的に更新する設備
の割合。 

・ 給水障害発生件数 
当庁の施設に起因する事故により、ユーザーが操業停止などの被害を受けた件数であり、
漏水などが発生した場合においてもユーザーに実害がない場合は給水障害の対象とはしませ
ん。 

・ 給水原価 
  有収水量１㎥当たりについて、どれだけ費用がかかっているかを表します。 

〔経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価）〕/有収水量 

・ 年間給水量 
１日当たりの基本水量から１日当たりの休止水量を減じて得た水量を、１年間分積上げた水
量。 

・ 新規・増量契約件数 
平成１７年度から平成２１年度までの５ヵ年の平均値が５．０件であり、今後の目標としては５

件とします。 

 

（４）収支計画 
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（単位：百万円）
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

発行額 1,247 1,225 585 418 197 
償還額 2,789 2,125 1,948 1,747 1,755 
年度末残高 21,285 20,385 19,022 17,693 16,135 
うち高金利企業債 1,074 672 516 404 286 

年度末残高 3,464 1,899 1,622 1,331 1,024 

24,749 22,284 20,644 19,024 17,159 
（注）高金利企業債は年利５．０％以上のものを計上。

合計

区分

水資源機
構割賦負
担金

企業債

① 収益的収支 

  ・ 収入は、現行料金と需要量予測などから毎年度約６０億円を見込んでいます。 

  ・ 費用は、水源施設の老朽劣化対策、耐震化対策による負担金の増に伴い、毎

年度約５４億円～５７億円を見込んでいます。 

  ・ 収益的収支は、毎年度の純利益を約４億円～７億円確保します。 

なお、純利益は、全額を減債積立金として利益処分し、企業債の償還金に充

当する予定です。 

 

② 資本的収支 

  ・ 収入は、建設改良事業の財源として国庫補助金が増加しますが、平成２４年度

以降、水資源機構割賦負担金の繰上償還の財源とする水源費特別対策支援債の

発行を行わないことから減少します。 

  ・ 支出は、建設改良事業において、北伊勢工業用水道事業で実施する老朽劣化

対策、耐震化対策工事などにより、毎年度約２６～４１億円の投資が必要となり

ます。 

  ・ 資本的収支の不足額については、内部留保資金などで補填していきます。 

 

③ 資金収支 

  ・ 単年度の資金収支は、毎年度赤字となりますが、平成２６年度末の内部留保資

金について約７７億円を確保します。 

 

（５）長期債務償還計画 

  ・ 高金利の企業債や水資源機構割賦負担金については、繰上償還を積極的に行

うことにより、後年度の支払利息の負担軽減をはかります 

  ・ 収支計画においては、償還上限額を基本として計上し、計画期間内で約１４

億円の繰上償還を行う予定としています。 

 
 
【長期債務残高】 
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３ 電気事業 
（１）経営目標 

 ＜水力発電事業＞ 

① 水力発電事業の民間譲渡 

水力発電事業の役割である再生可能な純国産のクリーンエネルギーの供給や、

地域貢献の取組を官民の適正な役割分担のもと、将来にわたって持続可能なもの

とするため、民間事業者への譲渡を円滑に進めます。 
 

② 安全・安定運転の取組 

水力発電による電力の安定的な供給を維持するため、施設の適切な維持管理を

行います。 
 

③ 計画的な施設改良（改修）の推進 

電力供給を長期継続するための計画的な設備改修や譲渡に必要な設備改修を

行います。 
 

＜ＲＤＦ焼却・発電事業＞ 

① 新たな運営主体への移管 

  ・ 水力発電事業の譲渡後の運営主体については、平成２８年度までは、企業庁が

引き続き、任意適用事業として運営することとし、企業庁で運営するための

様々な課題解決に向け検討します。 

  ・ ＲＤＦ運営協議会で決定したＲＤＦ処理料金の段階的な引き上げなどにより、

収支の改善をはかり、健全経営のもとで安定的に事業運営を行います。 
 

② 安全・安定運転の取組 

  ・ 焼却・発電施設及び貯蔵施設の各運転管理業務受託事業者と企業庁が緊密な

連携のもと一体となって発電所の管理に努め、安全・安定運用を行っていきま

す。 
 

（２）経営目標達成に向けた取組 

 ＜水力発電事業＞ 

① 事業の民間譲渡への取組 

 【課題】 

譲渡先である中部電力㈱と締結した「三重県企業庁水力発電事業の譲渡・譲受に

向けての確認書」に基づき、ＰＣＢ含有大型変圧器の取替などの設備改修を計画的

に実施するとともに、用地・権利の整理を行うなど、譲渡までに県が実施すること

となっている課題の解決をはかり、平成２４年度末から平成２６年度末の段階的な譲

渡を円滑に進める必要があります。 

また、中部電力㈱が実施する運転監視システムの整備に協力するとともに、地

域貢献への対応、設備や用地などについて、確実に引き継ぎを行う必要がありま

す。 

 





 43 

 【取組】 

・ 地球温暖化防止に役立つクリーンな水力発電による電力を「安全・安定」して

確保するため、定期的な点検や計画的な設備改修を行うとともに、ダム操作規

程などを遵守した安全なダム運用を行います。 

・ 発電運用にあたっては、天候や出水状況に応じた効率的な運用を行うととも

に、発電停止を伴う点検作業などを短期間に集中して実施します。また、これ

らに併せ、地域や他の利水者にも配慮した水運用を行います。 

 

③ 計画的な施設改良（改修）の推進 

 【課題】 

「安全・安定」な事業運営を継続するため、計画的な改修が必要です。    

  

 【取組】 

・ 安全・安定な電力供給を継続するため、計画的な設備改修を実施します。 

・ 経年劣化が進み故障停止の原因となる恐れがある設備の改修や、将来予想さ

れる大規模地震の被害を最小限に抑えるための対策を優先して実施します。 

・ 事業譲渡に関連して、中部電力㈱と技術仕様などの協議を行い、必要な改修

を実施します。 

 

 

ア 平成２６年度までの施設改良（改修）計画目的別事業費      単位：百万円 

年度 

施設区分 

Ｈ１９ 

～Ｈ２２※ 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

Ｈ２３ 

～Ｈ２６ 

耐震化対策 ６８ １６ ５２ ５２ ０ １２０ 

老朽化対策 １，１８４ ３９３ １，０５３ ５８８ ７５７ ２，７９１ 

合  計 １，２５２ ４０９ １，１０５ ６４０ ７５７ ２，９１１ 

※ ４年間（平成１９年度～２２年度）の事業費について、平成２１年度までは決算ベースの実績を、
平成２２年度は現時点（最終補正予算ベース）の見込を、合わせ計上しています。 

 

 

イ 発電所別事業費                       単位：百万円 

       年度 

発電所 

Ｈ１９ 

～Ｈ２２※ 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

Ｈ２３ 

～Ｈ２６ 

宮川第一 ８９ ４０ １９８ ２４２ ２３４ ７１４ 

宮川第二 ８０ ４８ ３１９ １１２ ２９４ ７７３ 

宮川第三 ２９１ ６０ ４０ ５０ ２０ １７０ 

長 １９９ １ ０ ０ １６ １７ 

三瀬谷 ３６９ ４１ １８７ １９５ ７５ ４９８ 

青蓮寺 １４ ７２ ２ ２ １１ ８７ 

大和谷 ６３ ３３ １６４ １２ ３６ ２４５ 

蓮 ３２ ０ １６５ ２４ ２０ ２０９ 

青田 ９０ ７１ ０ ０ ２９ １００ 

比奈知 １５ ４３ ０ ０ ２ ４５ 

共通（その他） １０ ０ ３０ ３ ２０ ５３ 

合  計 １，２５２ ４０９ １，１０５ ６４０ ７５７ ２，９１１ 
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＜ＲＤＦ焼却・発電事業＞ 

① 事業の新たな運営主体への移管の取組 

 【課題】 

水力発電事業の譲渡後の運営主体については、平成２８年度までは、企業庁が

引き続き任意適用事業としてＲＤＦ焼却・発電事業を運営することとし、企業庁

で運営するための様々な課題について検討を行う必要があります。 

  （様々な課題） 

・ 一般会計から公営企業への支出について、法令上（公営企業法等）の整理 

・ 環境森林部と企業庁がＲＤＦ焼却・発電事業を一体となって進めるための

運営体制の整理 

・ 電気事業会計の清算手法及び新会計の開始手法の整理 

 

【取組】 

  ア 基本的な考え方 
 水力発電事業の譲渡後の運営主体については、平成２８年度までは、企業庁

が引き続き任意適用事業としてＲＤＦ焼却・発電事業を運営することとしてい

ます。 

イ 具体的推進方法  

 水力発電事業譲渡後の運営主体について、関係部局と連携して協議を進め、
企業庁が運営していくための課題の解決をはかります。 

 

【スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

② 安全・安定運転の取組 

  【課題】 

   ＲＤＦ焼却・発電事業では、平成１５年８月の貯蔵槽爆発事故からの運転再開後

は、安全・安定に運転を継続しており、今後も、安全・安定運転を確実に行って

いく必要があります。 

 

  【取組】 

   新たな運営主体へ移管するまでの間については、以下の項目に取り組むこと

により、施設の安全・安定運転を確保します。 

 ア ＲＤＦ製造施設との連携 

市町のＲＤＦ製造施設との緊密な連携のもとに、日常的なＲＤＦの品質管理

年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

内
容

課題の整理・検討

水力発電事業譲渡後の運営体制の整備等
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や搬入量の調整により施設の安全・安定運用を行います。 
 
 イ 関係部局との連携 

廃棄物処理政策を所管する環境森林部等との緊密な連携のもとに、ＲＤＦの

適正な貯蔵管理や品質管理に努めます。また、県全体として安全・安定運転

に取り組むため、「ごみ固形燃料発電所安全運転調整会議」※１においてＲＤＦ

焼却・発電事業に関わる関係部局間の情報共有や連絡調整などを行います。 
 

 ウ 受託事業者との連携 

ＲＤＦ焼却・発電施設、ＲＤＦ貯蔵施設それぞれの受託者との情報共有や各受

託者間の連絡調整を適切に行うことにより、施設全体の安全で安定した運営

に努めます。また、施設の管理運営の状況や課題などについては、学識経験

者、関係市町の住民や職員などで構成する「三重ごみ固形燃料発電所安全管

理会議」※２、同技術部会に報告し、そのご意見を踏まえて適切に取り組みま

す。 
 

  エ 地域との連携と情報共有 

発電所の運転状況や点検結果、トラブルへの対応と再発防止対策など施設

の運営状況について、定期的に「三重ごみ固形燃料発電所安全管理会議」や地

域連絡会議において報告し、地域の住民や自治会の代表の方などからご意見

をいただき、施設の運営などに反映します。また、発電所だよりやホームペ

ージなどにより適宜適切に情報提供を行うことにより、地域の方々との情報

共有や地域と連携した施設の運営を進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜参 考＞ 

※１ ごみ固形燃料発電所安全運転調整会議 
県関係部局が、発電所の運転状況などについて情報共有・緊密な連携を確保することによ
り、発電所の安全かつ安定的な運転に資することを目的としています。 

※２ 三重ごみ固形燃料発電所安全管理会議 
発電所の安全確保及び環境保全に資するため、ＲＤＦの適正な管理、発電所の運転・維持管
理などに関することについて調査、検討し、企業あ庁長に必要な意見を述べることを目的

としています。 
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（３）今後４年間の取組目標 

   今後４年間に取り組む目標を明確にするため、成果指標を用いた数値目標を設

定し、毎年度、進捗管理を行うことにより、着実に計画を推進します。 

①水力発電事業 

【第２次中期経営計画の「経営目標」を達成するための成果指標】 

経営 

目標 

指 標 

（単位） 
主な成果（目的） 

Ｈ２２末 
（現状値） 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 
Ｈ２６ 
（目標値） 

①民間 

譲渡 

水力発電事業

譲渡（年度） 

目標年度までの円滑

な譲渡 
－ － 

平成２４年

度末第１

段階譲渡 

平成２５年

度末第２

段階譲渡 

平成２６年

度末第３

段階譲渡 

発電施設の耐

震化率（％） 

主要施設の耐震化が

計画的に実施され、

電気が安定的に供給

出来る状態であること 

９６．７ ９７．８ ９８．９ １００ １００ 

設備の更新率

（％） 

設備の老朽化対策が

計画的に実施され、

電気が安定的に供給

出来る状態であること 

－ ３０．４ ５８．９ ８５．７ １００ 

溢水電力量 

（千ｋＷｈ） 

効率的な発電運用と

維持管理により、安定

的に電力が供給され

ていること 

６，０００ 

以下 

６，０００ 

以下 

６，０００ 

以下 

６，０００ 

以下 

６，０００ 

以下 

供給電力量 

（千ｋＷｈ） 

電力が安定的に供給

されていること（クリー

ンエネルギーの確保） 
３１３，４９１ ２９６，６２３ ２９６，６２３ ２９６，６２３ ２９６，６２３ 

発 電 に よ る  

ＣＯ２削減量 

(千ｔ－ＣＯ２） 

地球温暖化防止への

貢献度を示す 
２２９ ２１７ ２１７ ２１７ ２１７ 

②安全・安

定運転の

取組 

 

③ 計画的

な 施設 改

良（改修）

の推進 

供給支障件数

（件） 

電力が安定的に供給

されていること 
０ ０ ０ ０ ０ 

 

〔指標の説明〕 
 ・ 水力発電事業譲渡 

 平成２４年度末から平成２６年度末の段階的な譲渡目標年度までに各発電所等の円滑な譲渡
が完了するとともに、基本的な譲渡条件が守られることで達成される指標。 

 ・ 発電施設の耐震化率 
企業庁が管理する主要施設（９１施設）のうち、計画的に耐震化する主要施設の割合。（平成 
２５年度までに全て完成予定。） 

・ 設備の更新率 

  ４年間（平成２３年度～平成２６年度）で更新する設備（５６設備）のうち、計画的に更新する割合。 

・ 溢水電力量 
発電機を停止しなければ発電できたであろう年間電力量。作業停止、故障停止を少なくす

るなど、効率的な維持管理、発電運用を行うことで達成される指標。 

・ 供給電力量 
中部電力㈱に供給する年間の電力量。降雨などの自然条件によるところが大きいため、過

去３０年間の供給電力量の実績を基に算出。 

・ 発電によるＣＯ２削減量 
発電した電力を供給することにより削減できたＣＯ２の量。 

・ 供給支障件数 
 電気関係報告規則第３条第２項の表第１０号に規定される供給支障事故（一般電気事業者等に
供給支障を発生させた事故）の件数。 



 47 

（単位：百万円）
平成２２年度
（補正後予算）

平成２３年度
（当初予算） 平成２４年度※ 平成２５年度※ 平成２６年度※

2,422 2,156 2,583 2,318 1,960 
788 803 826 846 818 
13 10 10 10 10 
-  -  -  -  -  

3,223 2,969 3,419 3,174 2,788 
2,122 1,965 2,362 2,123 1,791 
1,068 1,040 962 1,194 908 
184 160 128 102 76 
59 -  -  -  -  

3,433 3,165 3,452 3,419 2,775 
△210 △196 △33 △245 13 
2,435 2,631 2,664 2,909 2,896 
-  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  
47 34 25 13 -  
162 -  -  -  -  
209 34 25 13 -  
11 216 555 268 297 
554 502 507 509 440 
565 718 1,062 777 737 
△356 △684 △1,037 △764 △737 
2,399 2,442 2,085 1,677 1,286 
△210 △196 △33 △245 13 
609 523 662 618 617 
△356 △684 △1,037 △764 △737 
43 △357 △408 △391 △107 

2,442 2,085 1,677 1,286 1,179 

・四捨五入のため合計が合わない場合があります。
・需要予測は参考資料Ｐ７６を参照。

当年度末未処理欠損金

償還金
支出計

資本的収支不足額

長期貸付金償還金

企業債

資
本
的
収
支

資
金
収
支

前年度末内部留保資金
純利益
当年度分損益勘定留保資金等

資本的収支不足額
単年度資金収支

区分

営業費用

営業外費用

費用計

営業収益
附帯事業収益

特別利益
営業外収益

附帯事業費用

収入計
収
益
的
収
支

純利益

特別損失

その他収入
収入計

建設改良費

当年度末内部留保資金

補助金

（注）・収益的収支は税抜き。資本的収支は税込み。

 ②ＲＤＦ焼却・発電事業 

【第２次中期経営計画の「経営目標」を達成するための成果指標】 

 
〔指標の説明〕 
 ・ ＲＤＦ外部処理委託量 

県内で製造されたＲＤＦを発電所で焼却せず、外部処理した量。発電機の法定点検（４年ごと）
の際に必ず必要となる外部処理委託量は除きます。 

・ ＲＤＦ１ｔ当たりの発電量 
   ＲＤＦ１ｔ焼却当たりの発電量。（発電電力量／ＲＤＦ処理量） 
  故障停止を少なくするなど効率的な維持管理、発電運用などを行うことで達成される指標。  
  過去４年間の実績を基に算出。 

 

（４）収支計画 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成２４年度から平成２６年度の収支について、１０発電所を運営した場合であり、

段階的な譲渡における各年度末の譲渡発電所が決定次第、修正することとします。 

 

 

経営 

目標 

指 標 

（単位） 
主な成果（目的） 

Ｈ２２末 
（現状値） 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 
Ｈ２６ 
（目標値） 

ＲＤＦ外部処理 

委託量（ｔ） 
発電所の安定稼動 ０ ０ ０ ０ ０ 

②安全 

・安定 

運転 
ＲＤＦ１ｔ当たり

の発電量 

（ｋＷｈ／ｔ） 

電力が安全・安定供給さ

れていること（廃棄物エネ

ルギーの有効活用） 

１，２９７ １，３０５ １，３０５ １，３０５ １，３０５ 
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（参考：ＲＤＦ焼却・発電事業） （単位：百万円）
平成２２年度
（補正後予算）

平成２３年度
（当初予算）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

788 803 826 846 818 
-  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  
788 803 826 846 818 
1,068 1,040 962 1,194 908 
-  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  

1,068 1,040 962 1,194 908 
△280 △237 △136 △348 △90 

営業外費用

純利益

区分

附帯事業費用

特別損失

収
益
的
収
支

附帯事業収益
営業外収益
特別利益

収入計

費用計

（参考：水力発電事業） （単位：百万円）
平成２２年度
（補正後予算）

平成２３年度
（当初予算） 平成２４年度※ 平成２５年度※ 平成２６年度※

2,422 2,156 2,583 2,318 1,960 
13 10 10 10 10 
-  -  -  -  -  

2,435 2,166 2,593 2,328 1,970 
2,122 1,965 2,362 2,123 1,791 
184 160 128 102 76 
59 -  -  -  -  

2,365 2,125 2,490 2,225 1,867 
70 41 103 103 103 純利益

営業外費用
特別損失

費用計

区分

収
益
的
収
支

営業収益
営業外収益
特別利益

収入計
営業費用

 ① 収益的収支 

  ・ 収入は、営業収益について、水力発電の電力料で約２０億円～２６億円を見込

んでいます。附帯事業収益については、現行料金と各製造施設のＲＤＦ製造量予

測などから、電力料及びＲＤＦ処理受託料などで約８億円を見込んでいます。電

気事業全体としては、営業外収益を加えて、約２８億円～３４億円を見込んでい

ます。 

  ・ 費用は、委託料や修繕費の年度間の増減などにより、水力発電事業では約  

１９億円～２５億円、ＲＤＦ焼却・発電事業では約９億円～１２億円を見込み、電気事

業全体としては、約２８億円～３５億円を見込んでいます。 

  ・ 収益的収支は、水力発電事業で約 1億円の純利益を確保するとともに、ＲＤＦ

焼却・発電事業で収支の改善が見込まれることから、平成２６年度は電気事業全

体で純利益が確保できる見込みです。 

 

 
                          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 資本的収支 

  ・ 収入は、新規の企業債を発行しないことから、平成２３年度以降は、長期貸付

金償還金のみを毎年度約１千万円～３千万円と見込んでいます。 

  ・ 支出は、企業債の償還とともに、平成２６年度末までに計画どおり水力発電事

業を民間譲渡した後も安定的に発電事業が継続できるよう施設改良計画に基

づく工事を実施していきます。 

 

 ③ 資金収支 

  ・ 資金収支については、企業債を発行しないことを原則としているため、単年

度赤字となりますが、平成２６年度末の内部留保資金について約１２億円を確保

します。 

※ 平成２４年度から平成２６年度の収支について、１０発電所を運営した場合であり、段階的な譲渡
における各年度末の譲渡発電所が決定次第、修正することとします。 
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（単位：百万円）
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度※ 平成２５年度※ 平成２６年度※

発行額 -  -  -  -  -  
償還額 504 502 507 508 440 
年度末残高 3,614 3,112 2,605 2,097 1,657 
うち高金利企業債 1,252 973 694 417 192 

（注）高金利企業債は年利５．０％以上のものを計上。

区分

企業債

（参考：水力発電事業） （単位：百万円）
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度※ 平成２５年度※ 平成２６年度※

発行額 -  -  -  -  -  
償還額 497 495 501 504 436 
年度末残高 3,589 3,094 2,593 2,089 1,653 
うち高金利企業債 1,252 973 694 417 192 

区分

企業債

（参考：ＲＤＦ焼却・発電事業） （単位：百万円）
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

発行額 -  -  -  -  -  
償還額 7 7 6 4 4 
年度末残高 25 18 12 8 4 
うち高金利企業債 -  -  -  -  -  

企業債

区分

（５）長期債務償還計画 

  ・ 平成２６年度末までの譲渡を予定していることから、計画期間中は企業債の新

規発行を行わず通常償還のみとし、平成２２年度末で約３６億円の企業債残高を

成２６年度末までに約１７億円まで減少させます。 

 
【長期債務残高】                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 平成２４年度から平成２６年度の収支について、１０発電所を運営した場合であり、段階的な譲渡
における各年度末の譲渡発電所が決定次第、修正することとします。 
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第６章 環境への配慮と地域貢献活動(企業の社会的責任 

      （ＣＳＲ）)の取組 
 
「企業の社会的責任（ＣＳＲ＝Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｓｏｃｉａｌ Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ）」を果たすため、

事業経営に影響を及ぼさない範囲で経済性も考慮しつつ、環境に配慮した事業活動

や地域貢献活動に積極的に取り組みます。 
 

１ 環境に配慮した事業活動の取組 
（１）ＩＳＯ１４００１環境マネジメントシステムの取組 

  本庁については、ＩＳＯ１４００１認証対象組織として引き続き継続的な環境負荷低

減に取り組みます。また、認証対象としていない各水道事務所や発電所などは、

「オフィス活動」や「グリーン購入の取組」でＩＳＯ１４００１に準じた取組を行います。 

 

（２）企業庁における地球温暖化対策の取組 

企業庁では「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、省エネルギー

のための管理基準や目標を定めるとともに、目標達成に向けた中長期計画を策定

し、省エネルギーに取り組むことで、温室効果ガスの削減に努めていきます。 

また、「三重県地球温暖化対策実行計画」に基づき、オフィス活動における様々

な温室効果ガスの排出削減にも努めていきます。 

① 新エネルギー発電設備の維持管理 

新エネルギーである既設の太陽光発電設備及び小水力発電設備について、適切

な維持管理を行い、効率的な運用をはかることで有効活用していきます。 

 

② 省エネ機器への更新 

  耐用年数を迎えた機器の更新に併せて、省エネ機器への転換をはかっていきま

す。 

 

③ 物品の購入について 

  物品の購入などについて、「みえ・グリーン購入基本方針」に基づく製品の優先

購入・使用に努めます。 

 

④ 低公害車の導入 

  新規・更新購入の公用車は、県で定める「三重県低公害車等技術指針」に基づき、

用途に応じた低公害車を導入します。 

 

（３）水源涵養林の育成 

電気事業において、宮川上流域の水源涵養林の育成をはかるため、環境森林部

が行う森林環境創造事業や、漁業協同組合などが行う植樹、育林の取組に参画し

ます。 
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２ 施設開放等による地域貢献活動の取組 
（１）スポーツ・レクリエーション施設としての開放 

・ 運用に支障が生じない範囲で、引き続き伊坂ダムや山村ダムの周辺施設を地域

住民の憩いの場として開放します。 
・ 県内唯一の公認漕艇場である三瀬谷ダム湖を、引き続き地元高校や地域イベン

トなどに開放します。 
 
（２）震災時における施設の提供 

  震災等の災害発生時、必要に応じて各浄水場等を給水拠点として提供するとと

もに、発電管理事務所などを非常用炊き出し施設として提供します。 
 
（３）地域との交流 

・ 浄水場の施設見学を受け入れることにより、学校教育や社会教育の場として活

用をはかります。 

・ 三瀬谷発電管理事務所において、地域の祭りやイベントへの参加や、宮川流域

ルネッサンス事業※１の「エコフィールドミュージアム」※２に登録されている施設

の案内を通じて、水力発電や宮川の状況を広報していきます。 
・ 宮川発電管理支所において、施設に近接する世界遺産の熊野古道「始

はじ

神
かみ

峠
とうげ

」※３

の環境整備に協力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜参 考＞ 
※１ 宮川流域ルネッサンス事業 

水量の確保や水資源の有効活用などの水問題、水質浄化や保水力豊かな森林の整備など
の環境問題、自然環境と調和した産業の推進などの地域振興問題と広範囲にわたる宮川流
域の課題に対し、共通の理念・計画に基づき、流域住民と一緒に総合的、一体的に取り組

むために県が行っている事業。 

※２ エコフィールドミュージアム 
    「豊かな環境を実感できる場所・もの・こと」として登録されている宮川流域エコミュージ

アムのフィールドのこと。奥伊勢湖や三瀬谷ダムもフィールドリストに登録されています。 

※３ 熊野古道「始神峠」 
紀伊半島南部にあたる熊野の地と伊勢や大阪・和歌山、高野及び吉野とを結ぶ古い街道

のうち、紀伊長島区と海山区の境に位置する峠。登り口は宮川第二発電所の西側にあり、
近年、地元の人たちによって整備された古道。 
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第７章 経営基盤強化の取組 
 

１ 柔軟で効率的な組織体制の整備 
（１）組織改正方針 

① 企業庁の組織の状況 

  企業庁の組織体制について、企業庁を取り巻く環境の変化に的確に対応し、簡

素で効率的・効果的なものであることが求められています。 

また、「企業庁のあり方に関する基本的方向」を具体化するにあたり、企業庁

の担う業務は大きく変化し、必要となる組織体制も変化することが見込まれます。 

 

② 組織改正の取組 

  企業庁の業務の変化に適切に対応し、「安全・安心・安定」供給の実現と非常時の

危機管理に配慮しながら、最小の人員で最大の効果を得るための組織体制を柔軟

に整備します。 

  具体的には、水力発電事業の民間譲渡、水道・工業用水道事業の技術管理業務

の包括的な民間委託等により、これらの業務を所管する事業所の縮小・廃止に向

けた取組を行います。 

  上記の取組により、簡素で効率的な組織を実現します。 

 

（２）定員管理計画 

① 企業庁の定員の状況 

  企業庁の定員について、業務量に応じ、効率的な定員配置が求められています。 

  また、「企業庁のあり方に関する基本的方向」を具体化するにあたり、企業庁の

担う業務は大きく変化することから、必要となる定員についても変化することが

見込まれます。 

 

② 定員管理の取組 

  業務の変化に適切に対応し、最適な定員管理を行うことで、総人件費を抑制し、

企業庁の健全な経営を実現するよう取り組みます。 

  具体的には、組織の縮小・廃止等に伴う定数の削減、事務の効率化による定数

の削減を行うとともに、計画的な施設改良の推進等に必要な職員を柔軟に配置す

ることにより、適正な人員の配置を行います。 

  上記取組により企業庁の定員は減少するため、企業庁で技術的職務に従事して

いる職員を中心に、知事部局等と調整、連携して幅広い分野での配置を検討しま

す。 

 

③ 年次別計画 

【平成２３年度→平成２４年度】 

水道事業における技術管理業務の包括的な民間委託の導入、志摩水道の志摩

市水道事業への一元化に伴う志摩市への技術支援の一部終了等による人員削

減及び技術管理業務の包括的な民間委託後の監督、新規水道給水事業、施設改
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良の推進等への人員配置に取り組み、平成２４年度の適正な人員配置を行いま

す。 

 

【平成２４年度→平成２５年度】 

技術管理業務の包括的な民間委託の進展に伴う業務量の縮小、志摩水道の志

摩市水道事業への一元化に伴う志摩市への技術支援の一部終了、資産管理業務

の減、施設改良の進展に伴う業務量の縮小等による人員削減及び水道料金の改

定等への人員配置に取り組み、平成２５年度の適正な人員配置を行います。 

 

【平成２５年度→平成２６年度】 

志摩水道の志摩市水道事業への一元化に伴う志摩市への技術支援の終了等

による人員削減及び水道料金の改定等への人員配置に取り組み、平成２６年度

の適正な人員配置を行います。 

 

【平成２６年度→平成２７年度】 

水道事業における技術管理業務の包括的な民間委託の拡大、水力発電事業の

民間譲渡に伴う電気事業の減、水道料金改定業務の減、新規水道給水事業の終

了等による人員削減及び技術管理業務の包括的な民間委託後の監督、ＲＤＦ焼

却・発電事業の調整、施設改良の推進等に取り組み、平成２７年度の適正な人員

配置を行います。 

 

相手方との折衝など不確定な要素が多いため、年度と内容について今後相手

方との協議や委託の検証状況等により変動する可能性はありますが、上記のと

おり取り組み、適正な定員の管理を行います。 
 
 
 

【定員の増減要素】 

業務の見直し 

年度 減要素 増要素 

Ｈ２３ 

↓ 

Ｈ２４ 

 

 

 

 

 

 

 

水道用水供給事業の一元化 

 
 

 

技術管理業務の包括的な民間委託に伴う 

業務量の縮小 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 技術管理業務の包括的な民間委託 

 
 

 

 

 

 

 

新規水道給水事業 

施設改良の推進 

・水道事業における播磨浄水場及び水沢浄

水場の技術管理業務の包括的な民間委

託による播磨浄水場及び水沢浄水場の

職員の減 

・中勢水道事務所の運転監視業務委託の導

入による職員の減 

・多気浄水場の技術管理業務の包括的な民

間委託による職員の減 

・水道事業における播磨浄水場及び水沢浄

水場の技術管理業務の包括的な民間委

託の監督業務 

・中勢水道事務所の運転監視業務委託の監

督業務 

・多気浄水場の技術管理業務の包括的な民

間委託の監督業務 

・志摩市への一元化に伴う技術支援の一部

終了 

 



 54 

 

業務の見直し 

年度 減要素 増要素 

Ｈ２４ 

↓ 

Ｈ２５ 

 

水道用水供給事業の一元化 

 

 

技術管理業務の包括的な民間委託の進展 

に伴う業務量の縮小 

 

 
 
 
 

 

資産管理業務の減 

施設改良の進展に伴う業務量の縮小 

水道料金の改定 

H２５ 

↓ 

Ｈ２６ 

水道用水供給事業の一元化 

 
 

 

水道料金の改定 

 

H２６ 

↓ 

Ｈ２７ 

 

技術管理業務の包括的な民間委託の進展 

に伴う業務量の縮小 

 

 
 
 

水力発電事業の民間譲渡 
 
 
 
 
 

水道料金改定業務の終了 

新規水道給水事業の終了 

技術管理業務の包括的な民間委託 

 
 

 

 

ＲＤＦ焼却・発電事業の調整 

施設改良の推進 

 
 

※ 志摩水道の志摩市水道事業への一元化に伴う志摩市への技術支援等に要する年度と内容

について、今後の相手方との協議により、変動する可能性があります。 

※ 技術管理業務の包括的な民間委託にかかる人員については、委託業務にかかる監督体制や

危機管理体制など詳細検討により、変動する可能性があります。 

※ 水力発電事業の民間譲渡にかかる人員については、今後の相手方との協議により、変動す

る可能性があります。 

 

 

 

・志摩市への一元化に伴う技術支援の終了 

 

・三瀬谷発電管理事務所及び同支所、電気

事業室の廃止 

・水力発電事業の民間譲渡に伴う水力発電

事業に携わる職員の減 

・大里浄水場の技術管理業務の包括的な民

間委託による職員の減 

・高野浄水場の技術管理業務の包括的な民

間委託による職員の減 

・大里浄水場の技術管理業務の包括的な民

間委託の監督業務 

・高野浄水場の技術管理業務の包括的な民

間委託の監督業務 

・志摩市への一元化に伴う技術支援の一部

終了 

・技術管理業務の包括的な民間委託の導入

業務の減 

・北勢水道事務所の民間委託の監督業務の

減 

・中勢水道事務所の運転監視業務委託の監

督業務の減 
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２ 技術継承と人材育成 
（１）基本的な考え方 

① 新たなステージにおける技術力 

・ これからの企業庁職員には、包括的な民間委託における受託事業者に対する技

術指導、業務管理、緊急時対応などの技術管理業務の監督ができる能力が必要で

す。 

・ 包括的な民間委託の導入や経験豊富な職員の退職に伴い、特に緊急時の対応や

大規模な施設改良に係わる技術の継承が必要です。 

・ 今後は、少数精鋭の組織体制による事業運営へシフトしていく方向になること

から、職種を問わず企業庁の業務全般についての知識や技術が必要です。 

 

② 経営に必要とされる能力 

・ 施設整備計画や財政計画の策定、料金設定などの経営の根幹に関わる業務にお

いては、財務内容や関係諸法令、施設全体の状況などを始めとした企業庁の業務

全般についての幅広い知識や技術が必要です。 

・ これらの知識や技術をベースに、現状の課題を正確に把握し、その課題を解決

したうえで、将来を見通した計画立案などの事業運営全般をマネジメントできる

能力が必要です。 

 

（２）具体的な取組 

① 新たなステージにおける技術力向上の取組 

ア 技術力向上、技術継承に向けた取組 

・ 包括的な委託の拡大に伴い、職員が経験を積む機会が減少していくことか

ら、企業庁専門研修やＯＪＴを組み合わせて技術継承に取り組んでいきます。 

・ 施設の維持管理や施設整備などの業務に必要とされる知識や技術に加え、

技術管理業務の監督に必要な知識や技術をＩＳＯ９００１に基づく必要な力量とし

て定めており、その確認を行うことでＯＪＴへの反映や計画的な研修の実施

につなげます。 

・ 計画的な研修を実施するために、対象職員のレベルや必須研修などを明確

にした研修計画を作成します。 

・ 緊急時等における判断能力、公共工事における設計・積算や現場監督能力な

ど、研修を受講するだけでは実践に移すことが難しいと考えられる能力につ

いては、より高い技術力を有している職員によるＯＪＴで育成します。 

・ 定期的に受託事業者と緊急時対応等の実践的な訓練を実施します。 

・ 計画的に技術力の向上をはかるため、採用後１０年以内に経験すべき業務に

配慮します。 

・ ベテラン職員が持っているノウハウを共有化するとともに、指導監督業務

に役立てるため、必要なマニュアルとして整備します。 
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イ 資格取得支援 

 電気主任技術者を始めとした業務運営上必要な資格・免許の保有者を確保す

るため、職員が資格・免許を取得するために要した経費を助成します。 

 

② 経営に必要とされる能力の育成・開発 

・ 職種を問わず企業庁の業務全般についての知識や技術が習得できるように、技

術系職員を対象とした公営企業会計研修などを始めとした研修メニューを充実

させます。 

・ 事業所と本庁間や知事部局との定期的な人事交流などにより幅広い業務を経験

させます。 
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３ 危機管理体制強化の取組 
   漏水事故、水質汚染、大規模地震など、非常時において、迅速で的確な対応がと

れるよう、危機管理の強化に取り組みます。 

（１）適切な危機管理及び計画的な施設整備 

「三重県企業庁防災危機管理推進計画」に基づき、非常時における適切な危機

管理を行うとともに、大規模地震などに対応できる計画的な施設整備を推進しま

す。 

（２）ＩＳＯ９００１による危機管理の推進 

ＩＳＯ９００１品質マネジメントシステム※１を活用して、現場の業務に応じた作業

手順や危機管理手順などをマニュアルに定め、継続的な改善を行うことにより、

状況に応じ迅速・的確に対応できる体制を整えます。 

（３）危機管理マニュアルによる研修・訓練の実施と検証 

危機管理マニュアル研修や訓練を各所属において毎年度実施し、職員の危機管

理意識や能力の向上をはかるとともに、結果の検証を行い、マニュアルの実効性

を高めます。 

（４）緊急時における初動体制の充実・強化 

 「企業庁職員非常参集体制」により、夜間休日等の災害発生時などにおける迅速

な初動体制を確保します。 

（５）ＯＢボランティアとの連携による応急対策の推進等 

「大規模震災時における水道業務経験者協力制度」に基づく水道業務経験者（団

体名「みえ水道ボランティア」）の支援協力による応急対策活動の効率的な推進を

はかるため、毎年度訓練を実施します。 

（６）市町等と連携した訓練の実施 

水道災害時に県内の全市町等が行う応援活動を定めた「三重県水道災害広域応

援協定」により、他の市町等への応援活動を迅速かつ円滑に行うため、市町等と

連携した訓練を定期的に実施します。 

（７）業界団体と連携した訓練等の実施 

「地震・津波・風水害等の災害発生時における基本協定」※２に基づき、水道や工業

用水道の施設に災害が発生した際に、企業庁と（社）三重県建設業協会及び（社）三

重県測量設計業協会が協力して連絡調整をはかり、速やかに災害復旧工事などの

活動に対応できるよう毎年度訓練を実施します。 

 
＜参 考＞ 

※１ ＩＳＯ９００１品質マネジメントシステム 
    品質マネジメントシステムに関する国際規格。品質方針・品質目標を設定し、その目標

を達成するためＰＤＣＡのマネジメントサイクルにより維持管理・改善していく仕組みの規
格。 

 ※２ 地震・津波・風水害などの災害発生時における基本協定 
企業庁と（社）三重県建設業協会及び（社）三重県測量設計業協会が、災害発生時の調査・

応急復旧工事の実施に係る基本的な事項に関し締結する協定。 
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４ ＩＳＯ９００１による品質向上への取組 
（１）ＩＳＯ９００１を活用した業務の継続的改善 

経営品質向上活動の一環としてＩＳＯ９００１品質マネジメントシステムを活用し、

「顧客満足の向上」、「品質管理の徹底と業務の継続的改善」、「業務の透明性の確

保」を推進します。 
 

【ＩＳＯ９００１品質マネジメントシステムの実施計画】 

取 組 項 目 実施計画 取 組 内 容 

マネジメントレビュー ２回／年 品質保証委員会における業務改善などに関するレビ

ュー 

是正処置、予防処置 随時 業務の不具合の再発防止、未然防止 

内部品質監査 １回以上／年 職員による監査 

外部審査 １回／年 第三者機関による審査 

 ・維持審査：平成２３、２５、２６年度に実施 

 ・更新審査：平成２４年度に実施 

 

（２）業務に必要な力量の確保 

職員が業務に必要な力量を確保するため、各所属の業務に必要な力量を文書化

しています。 

計画的な教育・訓練の実施と効果の確認により必要な力量の維持・向上をはか

ります。 
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５ 広報活動方針 
  経営の透明性を高め、県民やユーザーの安心感や信頼を醸成していくため、企業

庁の事業の内容や経営に関する情報をわかりやすく提供します。 

 

（１）目的を明確にした広報活動の展開 

① 安心感や信頼を醸成する情報提供 ～サービスの中身を知ってもらう～ 

業務内容や施設の運転管理、水質などに関する情報など具体的なサービス供給

の内容や事業の実施状況を幅広くタイムリーに提供します。 

 

 

 

 

 ② 公営企業の説明責任への的確な対応 ～経営について理解してもらう～ 

公営企業としての説明責任を果たすため、各事業の県の施策における成果や、

経営方針、各種計画、財務・会計の状況など経営に関する様々な情報をわかりや

すい形で提供します。 

 

  

 

 

③ 社会的責任（ＣＳＲ）の取組の推進 ～環境について考えてもらう～ 

公営企業としての社会的責任を果たすため、水・電気の供給の仕組みや水資源

の有効利用のための取組などについて学ぶ機会を提供するとともに、それらの取

組を広く情報発信します。 

  

 

 

 

（２）広報活動の効果・効率性の向上 

① 企業庁の事業特性を生かした広報 ～体験してもらう、聞いてもらう～ 

日頃の業務活動や浄水場等の経営資源を十分に活用し、環境の大切さを学ぶ機

会を提供するなど、施設の公開や職員との対話などを通して県民等の理解を促進

する広報活動を展開します。 

 

② 多様なメディアの特長を生かした広報 ～見てもらう、読んでもらう～ 

対象やねらいを明確にし、その活用方法を検討・工夫するとともに、相乗効果

が発揮されるよう、複合的にメディアを活用しながら広報活動に取り組みます。 

 

 

 

 

 

（主な取組）長期経営ビジョンや中期経営計画等に関する情報提供、出前トークの実

施、ユーザー説明会の開催、県議会への情報提供など 

（主な取組） 浄水場など見学会の実施、地域のイベントなどでの啓発活動、森林保

全などの地域貢献活動に関する情報発信など 

（主な取組） ボトルウォーターなどのＰＲグッズの活用、ホームページの充実、

事業概要「水の恵み」の継続的な見直し、県広報誌（県政だより）などの活用など 

（主な取組） ホームページ、施設見学会などによる情報の発信、報道機関やユーザー

への迅速かつ的確な情報提供、地域便りの定期的な発行など 
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水道事業

指標
全国平均
（H20末）

H22末
（見込）

H26末
（予想）

自己資本
構成比率

64.1% 68.4% 78.1%

工業用水道事業

指標
全国平均
（H20末）

H22末
（見込）

H26末
（予想）

自己資本
構成比率

61.6% 77.1% 81.5%

【自己資本構成比率※１の予想】 
      
 
  

 

 

 ② 利息負担の軽減 

平成２２年度末の企業債残高見込額は、水道事業で約４７８億円、工業用水道事業

で約２１３億円になります。企業債の金利別の内訳は、次頁の図のとおりで利率５．

０％以上のものが水道事業で約１．１％、工業用水道事業で約５．１％を占めています。

また、水資源機構割賦負担金の残高見込額は、平成２２年度末で、水道事業約１３

億円、工業用水事業約３５億円となっています。 

こうした高金利の長期債務の利息負担が事業収支の負担となっております。 

このため、引き続き高金利企業債や水資源機構割賦負担金の繰上償還※２、※３を実

施することにより、利息負担の軽減をはかることとします。平成２３年度以降に、

工業用水道事業において、水資源機構割賦負担金の償還限度額までの約１２億円の

繰上償還を計画しています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
＜参 考＞ 
※１自己資本構成比率 

総資本(資本・負債)に占める自己資本の割合を示すもので、高いほど好ましいとされて

います。水道事業は、施設建設費の財源の多くを企業債により調達しているため、この率
は一般的に低い傾向にあります。財務基盤を強化していくためには、金利負担や元本返済
の必要がない自己資本の醸成に努め、この比率を高めていくことが必要です。    

     （算式） （自己資本金＋剰余金）／（負債＋資本）×１００ 
  
※２ 高金利企業債の繰上償還 

高金利の企業債を繰上償還することで、後年度の利息負担を軽減します。ただし、繰上
償還を行う際には、対象となる利率が制限されたり、資本費による条件などをクリアする
必要があります。 

（資本費の算式） 
  水道    （利息＋減価償却費）／ 有収水量 
  工業用水道 （利息＋減価償却費）／ 配水能力 

 
※３ 水資源機構割賦負担金の繰上償還 

水資源機構の割賦負担金を繰上償還することで、後年度の利息負担を軽減します。ただ
し、繰上償還の限度は、繰上償還額の累計が平成１９年度末の割賦元金残高の１／２に相当
する額を超えない額であり、繰上償還の全体額も年度間で変動があります。 
なお、繰上償還の原資は、より低利の企業債や内部留保資金を利用しています。 
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電気 企業債残高の推移
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② 企業債残高の縮小 

新たな企業債は発行せず、既存の企業債は、内部留保資金などにより償還を行

っていくことで、平成２２年度末で約３６億円の企業債残高を、平成２６年度末まで

に約１７億円まで減少させます。 

【企業債残高の推移（予想）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 平成２４年度から平成２６年度の収支について、１０発電所を運営した場合であり、段階的

な譲渡における各年度末の譲渡発電所が決定次第、修正することとします。 
 

③ 内部留保資金の確保 

内部留保資金（平成２２年度末 約２４億円）は、施設の改良や企業債の償還財源な

どに充当するため減少しますが、必要な額の確保に努めます。 

【内部留保資金の推移（予想）】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 平成２４年度から平成２６年度の収支について、１０発電所を運営した場合であり、段階的

な譲渡における各年度末の譲渡発電所が決定次第、修正することとします。 
 

④ 電気事業会計の清算 

水力発電事業の民間譲渡に伴って、電気事業会計を清算することになるため、

この清算方法について､早急に検討します。 



 67 

７ 適正な資産管理の取組 
（１）資金運用 

   「三重県企業庁資金運用方針」により、金利動向を注視し、安全でより効率性の

高い運用に努めます。 

 

（２）電気事業の民間譲渡等に伴う資産の精査 

   現在、固定資産台帳と現場資産との照合とそれに伴う固定資産台帳の精査を行

っており、譲渡時期に合わせて資産データの移管を行います。また、事業用地の

境界確認や境界杭設置、管理用図面の整備、未登記土地の解消を、引き続き行い

ます。 

 

（３）未利用資産の計画的な処分・活用 

① 電気事業の民間譲渡において、譲渡しない資産や土地については、譲渡時期を

目途に、売却、他事業への用途変更、一般会計への移管など、計画的な処分を行

っていきます。 

② その他の未利用資産について、売却処分が可能なものは順次売却を行い、売却

が困難なものは、関係市町への譲渡、事業用地としての有効利用などにより、未

利用資産の解消に努めます。 

 

（４）未事業化資産の取り扱い 

① 長良川河口堰水源等、未事業化資産の取り扱いについて、その処理方向につい

て検討を進めます。 

② 長良川河口堰水源について、新規のユーザー獲得が困難な状況で、長期にわた

って建設仮勘定に計上されており、今後、この取り扱いについては関係機関と十

分な調整を行います。 
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第８章 計画達成状況の公表・評価方法 
 

１ 成果指標の実績把握と公表 
① 「第２次中期経営計画」で設定した成果指標について、毎年度、実績把握を行い、

計画の進捗状況を検証します。 

② 計画内容については、進捗状況の検証結果や経営環境の変化に柔軟に対応する

ため、必要に応じ見直しを行います。 

③ 計画の進捗状況については、毎年度、ホームページなどにより公表します。 

 

 

２ 「三重県企業庁の経営に関する懇談会」の開催 
① ユーザー、有識者などを構成員とする「三重県企業庁の経営に関する懇談会」

を毎年開催し、事業の実施状況や経営の状況について、情報を提供し、幅広い意

見をいただき、事業運営に生かしていきます。 

② 懇談会でいただいた意見を経営の参考としながら、「長期経営ビジョン」や「第２

次中期経営計画」を着実に推進します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考資料） 
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７ 第２次中期経営計画期間中の主な耐震化対象施設・・・・・・・・・・・・・・・・・７９ 

（１）水道用水供給事業 

（２）工業用水道事業 
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８ 浄水場等における技術管理業務の包括的な民間委託実施計画・・・・・・・・・８１ 

 

９ 企業庁の施設位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２ 

 

10 「企業庁あり方に関する基本的方向について」（平成１９年２月１４日）・・・・・８３ 
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１ 長期経営ビジョンの経営方針と経営目標 
（１）経営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 県民一人ひとりが実感できる質の高いサービスを提供します。 

② 経営改善を着実に進め、「最適主体による最適サービス」の視点による簡素

で効率的な事業運営を行います。 

③ 市町・民間事業者・ユーザーとのパートナーシップにより、県全体の「安全・

安定」供給に貢献します。 

④ 計画的な施設改良により事業の持続性・安定性を向上します。 

⑤ 「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を自覚し、環境や地域への積極的貢献を行いま

す。 

⑥ 技術継承により新たなステージで技術力を総合的に発揮できる人材を育

成します。 

①水道用水供給事業  

・それぞれの地域の特性に応じた形態により、市町や民間事業者と協働し、「水

源から家庭の蛇口まで」の「安全・安心・安定」供給に取り組みます。 

・時代の変化に即応した経営改善を推進し、効率的な事業運営のもとニーズに

即したサービスを提供します。  

〔数値目標：安全・安定給水の障害発生件数 ０件〕 

②工業用水道事業  

・県内の事業者に対し良質な工業用水を安定的に供給し、地域の経済・産業の

活性化に貢献します。 

・時代の変化に即応した経営改善を推進し、企業ニーズに応じた効率的な事業

運営を行うとともに、新規需要に迅速・的確に対応します。 

          〔数値目標：安全・安定給水の障害発生件数 ０件〕 

③電気事業  

・水力発電事業の役割である再生可能な純国産のクリーンエネルギーの供給や、

地域貢献の取組を将来にわたって持続可能なものとするため、民間事業者へ

の譲渡を円滑に進めます。 

 

  数値目標：①平成２１年度末までの民間譲渡 

②運営期間中の安全・安定供給 

年間溢水電力量６，０００千ＫＷｈ、ＲＤＦ外部処理委託量 ０ｔ 
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３ 企業庁の主な個別計画（一覧表） 
 

 計画名 策定年月日 計画期間 目的（概要） 

１ 三重県企業庁施

設改良計画 

平成１９年１１月 １０年間 大規模地震に備えるための耐震

化対策、耐用年数を経過した施設

の老朽劣化対策などの施設改良

を計画的・重点的に実施するため

に定めるもの 

２ 三重県企業庁防

災危機管理推進

計画 

平成１８年３月 

（平成１９年１２

月一部改定） 

３年間 

（１０年間） 

災害・事故などの対策、事業別の

耐震化計画・安全対策など、企業

庁の防災や危機管理に係る取組

方針を定めたもの 

３ 三重県企業庁人

材育成方針 

平成１９年１１月 － 企業庁の求める人材像や職員に

必要な職務能力を明らかにする

とともに、能力開発と技術継承の

方法など人材育成の仕組みや体

制について定めるもの 

４ 三重県企業庁広

報活動方針 

平成２３年３月 － 県民の安心感や信頼を醸成する

とともに、経営の透明性を高める

ため、企業庁の広報活動の目標や

取組方向を定めるもの 

５ 三重県企業庁財

務運営方針 

平成１９年１１月 － 計画的・効率的な事業運営を行う

ため、財務運営の基本方針を明確

にするため定めるもの 

６ 三重県企業庁資

金運用方針 

平成１７年３月 － 企業庁の資金の確実かつ効率的

な運用をはかるため、その運用及

び管理に係る基本方針を定めた

もの 
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４ 平成２１年度における各事業の決算状況 
 

（１）水道用水供給事業 

①比較損益計算書（Ｈ２１．４．１～Ｈ２２．３．３１）           （単位：百万円、％） 

費      用 収      益 

科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 

営 業 費 用 ７，７２１ ８，４６４ １０９．６ 営 業 収 益 １０，６７５ １１，７２３ １０９．８ 

営業外費用 １，８２６ １，６１８ ８８．６ 営業外収益 ４５３ ２７７ ６１．１ 

特 別 損 失 － ２６ 皆増     

当年度純利益 １，５８１ １，８９３ １１９．７     

合 計 １１，１２８ １２，０００ １０７．８ 合 計 １１，１２８ １２，０００ １０７．８ 

 

②比較貸借対照表（Ｈ２２．３．３１）               （単位：百万円、％） 

資       産 負  債 ・ 資  本 

科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 

固定資産 １８５，３５１ １８３，２４０ ９８．９ 固定負債 ７，２１５ ６，８５９ ９５．１ 

流動資産 １４，４４７ １４，６０６ １０１．１ 流動負債 ９４１ １，０１４ １０７．８ 

負債合計 ８，１５７ ７，８７３ ９６．５ 

資 本 金 １３７，９４０ １３４，３３７ ９７．４ 

自己資本金 ７０，３３０ ７２，５２０ １０３．１ 

借入資本金 ６７，６１０ ６１，８１７ ９１．４ 

剰 余 金 ５３，７０２ ５５，６３６ １０３．６ 

 

資本合計 １９１，６４１ １８９，９７４ ９９．１ 

合 計 １９９，７９８ １９７，８４７ ９９．０ 合 計 １９９，７９８ １９７，８４７ ９９．０ 

 

 

（２）工業用水道事業 

①比較損益計算書（Ｈ２１．４．１～Ｈ２２．３．３１）           （単位：百万円、％） 

費      用 収      益 

科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 

営 業 費 用 ４，７７２ ４，７６６ ９９．９ 営 業 収 益 ６，２７４ ６，１２１ ９７．６ 

営業外費用 ７０２ ６５７ ９３．６ 営業外収益 １２５ ７６ ６０．８ 

特 別 損 失 １８ ３７０ ２０５５．６ 特 別 利 益 － １２ 皆増 

当年度純利益 ９０６ ４１６ ４５．９     

合 計 ６，３９８ ６，２０９ ９７．０ 合 計 ６，３９８ ６，２０９ ９７．０ 

 

②比較貸借対照表（Ｈ２２．３．３１）               （単位：百万円、％） 

資       産 負  債 ・ 資  本 

科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 

固 定 資 産 １２０，６１９ １２０，４４８ ９９．９ 固 定 負 債 １１，６５５ １０，６６２ ９１．５ 

流 動 資 産 １４，５８４ １４，８４２ １０１．８ 流 動 負 債 ５７２ ５０６ ８８．５ 

負債合計 １２，２２７ １１，１６７ ９１．３ 

資 本 金 ８１，１５４ ８２，６６０ １０１．９ 

自己資本金 ５７，５９５ ５９，８３３ １０３．９ 

借入資本金 ２３，５５９ ２２，８２７ ９６．９ 

剰 余 金 ４１，８２２ ４１，４６２ ９９．１ 

 

資本合計 １２２，９７６ １２４，１２２ １００．９ 

合 計 １３５，２０３ １３５，２９０ １００．１ 合 計 １３５，２０３ １３５，２９０ １００．１ 
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（３）電気事業 

①比較損益計算書（Ｈ２１．４．１～Ｈ２２．３．３１）           （単位：百万円、％） 

費      用 収      益 

科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 

営 業 費 用 １，９２１ １，８１１ ９４．３ 営 業 収 益 ２，３３０ ２，１６２ ９２．８ 

附帯事業費用 １，００９ １，２０８ １１９．７ 附帯事業収益 ７５６ ７４９ ９９．１ 

営業外費用 ２４４ ２１２ ８６．９ 営業外収益 ２７ １８ ６６．７ 

  当年度純損失 ６１ ３０２ ４９５．１ 

合 計 ３，１７４ ３，２３１ １０１．８ 合 計 ３，１７４ ３，２３１ １０１．８ 

 

②比較貸借対照表（Ｈ２２．３．３１）               （単位：百万円、％） 

資       産 負  債 ・ 資  本 

科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 科 目 ２０年度 ２１年度 前年度比 

固 定 資 産 １６，４７３ １５，８５０ ９６．２ 固 定 負 債 ５２７ ３４２ ６４．９ 

流 動 資 産 ３，０８６ ２，６６４ ８６．３ 流 動 負 債 ２９０ ２６５ ９１．４ 

負債合計 ８１７ ６０７ ７４．３ 

資 本 金 １７，４７０ １６，９３８ ９７．０ 

自己資本金 １２，９６４ １２，９６４ １００．０ 

借入資本金 ４，５０７ ３，９７４ ８８．２ 

剰 余 金 １，２７１ ９６９ ７６．２ 

 

資本合計 １８，７４１ １７，９０７ ９５．５ 

合 計 １９，５５８ １８，５１４ ９４．７ 合 計 １９，５５８ １８，５１４ ９４．７ 

 ※ 四捨五入のため合計が合わない場合があります。 
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平成15～16年度 平成17～20年度 平成21年度 平成22年度 平成23～26年度

基本料金 380 470 470 1,000 1,000

使用料金 39 39 39 39 39

基本料金 2,060 2,030 2,030 1,000 1,000

使用料金 60 39 39 39 39

基本料金 1,020 680 680 670 670

使用料金 39 39 39 39 39

基本料金 3,300 3,300 3,300 2,930 2,930

使用料金 75 65 65 39 39

基本料金 1,400 1,400
(3,130)※1

1400
(3,130)
1400

(2,750)
2,560

使用料金 39 39 39 39 39

基本料金 1,320 1,290 1,290 1,070 －

使用料金 60 39 39 39 －

基本料金 1,320 1,290 1,290 1,070 1,070

使用料金 60 39 39 39 39

基本料金 － － 1,600 － －

使用料金 － － 65 － －

※

※1 

伊
賀

三重用
水系

長良川
水系

南
勢
志
摩

志
摩
系

南
勢
系

北勢系長良川水系の（ ）内は亀山市の区域に係るもので、平成21年7月1日より施行。

基本料金の単位は、契約水量m
3
当たり月額。使用料金の単位は、使用水量m

3
当たり。その他、全水系において180円の超過

料金（単位は超過使用水量m
3
当たり）を設定している。

事業別

北

中

勢

中

勢

系

雲出川
水系

長良川
水系

北

勢

系

木曽川
用水系

６ 各事業の料金 
（１）水道料金 

① 料金体系 基本料金及び使用料金からなる２部料金制 

② 算定期間 ５年（原則） 

③ 算定方法 

・基本料金（円／㎥・月） 

算定期間中の起債などの支払利息や減価償却費など施設整備に要した資本

費を契約水量で除して算出 

・使用料金（円／㎥） 

算定期間中の人件費・動力費・薬品費などの営業費用（維持管理費）を使用

水量で除して算出 

④料金の推移  

 

 

 

（２）工業用水道料金 

① 料金体系 基本料金及び使用料金からなる２部料金制 

② 算定期間 ３年 

③ 算定方法 

・基本料金（円／㎥） 

算定期間中の固定的経費（起債などの支払利息や減価償却費など施設整備に

要した資本費や人件費等）を契約水量で除して算出 

・使用料金（円／㎥） 

算定期間中の変動的経費（動力費や薬品費などの営業費用）を使用水量で除

して算出 
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７ 第２次中期経営計画期間中の主な耐震化対象施設 
（１）水道用水供給事業 

① 主要施設：２箇所 

対象施設 実施予定年度 

①高野浄水場沈殿池（１系 耐震目地） 

②高野浄水場沈殿池（２系 耐震目地） 

Ｈ２３ 

Ｈ２４ 

 

② 水管橋：９橋 

対象施設 実施予定年度 

①内部川水管橋 

②鈴鹿川第一水管橋 

③鈴鹿川派川水管橋 

④藤が丘水管橋 

⑤雲出川水管橋 

⑥五十鈴川水管橋 

⑦宮川水管橋 

⑧櫛田川水管橋 

⑨沼木水管橋 

Ｈ２２～２３ 

Ｈ２３～２４ 

Ｈ２５ 

Ｈ２６ 

Ｈ２５ 

Ｈ２３～２４ 

Ｈ２４～２５ 

Ｈ２５～２６ 

Ｈ２５～２６ 

 

 

（２）工業用水道事業 

 ① 主要施設：９箇所 

対象施設 実施予定年度 

〔二期〕 

①千本松原取水所（建屋） 

②千本松原取水所（取水暗渠） 

③千本松原取水所（ポンプ井） 

④野代導水ポンプ所（建屋） 

⑤野代導水ポンプ所（沈砂池） 

⑥野代導水ポンプ所（ポンプ井） 

⑦沢地浄水場（混和池） 

⑧沢地浄水場（沈澱池） 

⑨沢地浄水場（配水池） 

 

Ｈ１８～２３ 

Ｈ１８～２３ 

Ｈ１８～２３ 

Ｈ２５ 

Ｈ２５ 

Ｈ２５ 

Ｈ２４～２５ 

Ｈ２４～２５ 

Ｈ２４～２５ 
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② 水管橋：１７橋 

対象施設 実施予定年度 

〔二期〕 

①揖斐川水管橋 

②嘉例川水管橋（後期） 

③朝明川水管橋（後期） 

④三滝川水管橋（前期） 

⑤三滝川水管橋（後期） 

⑥三滝新川水管橋（前期） 

⑦鹿化川水管橋（前期） 

⑧鹿化川水管橋（後期） 

⑨天白川水管橋（前期） 

⑩天白川水管橋（後期） 

〔三期〕 

⑪鹿化川水管橋 

⑫天白川水管橋 

〔四期〕 

⑬内部川水管橋 

⑭鈴鹿川第一水管橋 

⑮鈴鹿川第二水管橋 

⑯鈴鹿川派川水管橋 

[中伊勢] 

⑰相川水管橋 

 

Ｈ２４～２５ 

Ｈ２３ 

Ｈ２１～２３ 

Ｈ２３～２４ 

Ｈ２３～２４ 

Ｈ２４～２５ 

Ｈ２３～２４ 

Ｈ２３～２４ 

Ｈ２４～２５ 

Ｈ２４～２５ 

 

Ｈ２３～２４ 

Ｈ２４～２５ 

 

Ｈ２２～２３ 

Ｈ２３～２４ 

Ｈ２３～２４ 

Ｈ２５ 

 

Ｈ２４ 

  

 

（３）電気事業 

① 主要構造物（導水路）及びその他施設：３施設 

対 象 施 設 実施予定年度 
①宮川第二発電所導水路 

②大和谷発電所涼石橋 

③三瀬谷発電所クレストゲート巻上装置 

Ｈ２４ 

Ｈ２３ 

Ｈ２４～２５ 
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８ 浄水場等における技術管理業務の包括的な民間委託実施計画 

H21 H22 H23

維持管理

業 務

運転監視

業 務

水道用水

供給事業

維持管理

業 務

運転監視

業 務

工業用

水道事業

H28

年度
H27H26H25H24事業内容事業区分

二次中期経営計画

（ H19～ ）長期経営ビジョン

包括的な民間委託
実施済 包括的な民間委託を拡大

（H19～ ）中期経営計画

北勢、南勢水道事務所
浄水場の運転管理業務の
民間委託実施済 全浄水場に

包括的な
民間委託を拡大

単独外部委託

【事業者責任に係る業務】企業庁職員による管理（配水運用、水道法上の水質検査など）

単独外部委託（環境整備業務など）

単独外部委託

企業庁職員による管理

単独外部委託（環境整備業務など）

中勢水道事務所
運転管理業務の民間委託を開始

【事業者責任に係る業務】企業庁職員による管理（配水運用など）
施設の
保守点検など

施設の
保守点検など

北勢、南勢水道事務所
包括的な民間委託を開始

企業庁職員による管理
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10 企業庁のあり方に関する基本的方向について（平成１９年２月１４日） 
地方公営企業を取り巻く環境は事業を開始した時点に比べて大きく変化し、人口

の減少や市町村合併の進展など様々な社会環境変化が起こっており、それらへの対

応が求められている。一方、制度面では指定管理者制度や地方独立行政法人の活用

など多様な主体による管理、運営の経営手法が可能となってきている。 
このような動きに対応するため、企業庁においては、平成１７年度に第三者機関

として「企業庁の今後のあり方検討会」を設置し、平成１８年３月に企業庁長に提言が

行われたところである。一方、これと並行して、三重県議会においても、議長の諮

問機関として「三重県議会公営企業事業の民営化検討委員会」が設置され、同委員会

の報告を踏まえ、平成１８年３月に議長から私に対し、「三重県企業庁事業の民営化

に向けた提言」がなされたところである。 
このような経緯を踏まえ、平成１８年３月の「みえ経営改善プラン」において、企業

庁の経営形態等将来のあるべき姿について基本的な方向を示すことを公表し、その

検討のため、平成１８年６月に「公営企業（企業庁）のあり方検討委員会」（以下「検討委

員会」と言う。）を設置したところである。 
この検討委員会に対し、県民の利益を確保するという視点に立って、補完性の原

理に照らした国・地方あげての政府のスリム化等社会全体のコスト削減や危機管理

上の適切な対応など、県の責務を果たすための最適な経営形態を検討していただく

ようお願いし、１月２４日に最終報告がなされたところである。 
検討委員会では、企業庁の将来のあるべき姿について「新しい時代の公」の下での

「県が担う領域の判断基準」を踏まえ、県民の目線に立ってしっかりと検討され、  

１０年後を見据えた結論をいただいたと認識している。このため、企業庁が行ってい

る三事業の経営形態については、検討委員会の報告を尊重し、以下の方向で進める

ものとする。 

１ 水道用水供給事業の経営形態のあり方 
（１）民間的経営形態の導入 

 ① 技術管理業務の包括的な民間委託の導入 

水道用水供給事業は、ライフラインの確保、危機管理面などからの公的関与

の必要性、他の自治体の民間事業者の参入状況等の例から判断すると、直ちに

実施主体を民間とする性格の事業ではない。 
このため、公営企業形態で事業を継続することとするが、県と市町の役割分

担を検討のうえ、市町への一元化が当面対象とならない地域については、更な

る民間的経営形態の導入を進めることでコスト縮減を図るため、民間企業の成

熟度を見極めながら、共同管理を行っている工業用水道事業と合わせて技術管

理業務の包括的な民間委託を導入するものとする。 

 ② 指定管理者制度及び地方独立行政法人の活用 

指定管理者制度や地方独立行政法人の活用については、他の自治体の例や民

間事業者の参入状況等に留意しつつ効果を慎重に検証することが必要であり、

将来的な検討課題とする。 
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（２）市町との役割分担 

１市への供給を行っている地域については、より効果的な事業運営が図れる市

の水道事業への一元化を進める。ただし、市への移譲にあたっては、市側の受

入体制を整える必要性や財政面の市の負担を踏まえ、移譲時期や技術面・財政

面での配慮の必要性などについて市と十分協議するものとする。 
 

２ 工業用水道事業の経営形態のあり方 
（１）技術管理業務の包括的な民間委託の導入 

工業用水道事業は、国土保全面、産業基盤面、地域振興面などからの公的関

与の必要性、他の自治体の民間事業者の参入状況等の例から判断すると、直ち

に実施主体を民間とする性格の事業ではない。 
このため、公営企業形態で事業を継続することとするが、更なる民間的経営

形態の導入を進めることでコスト縮減を図るため、民間企業の成熟度を見極め

ながら、共同管理を行っている水道用水供給事業と合わせて技術管理業務の包

括的な民間委託を導入するものとする。 
 

（２）指定管理者制度及び地方独立行政法人の活用 

指定管理者制度や地方独立行政法人の活用については、他の自治体の例や民

間事業者の参入状況等に留意しつつ効果を慎重に検証することが必要であり、

将来的な検討課題とする。 
 

３ 電気事業の経営形態のあり方 
（１）水力発電事業の民間譲渡 

電気事業は、水力発電が再生可能なクリーンエネルギーであり、一定の公的

関与の必要性はあるが、水力発電事業については、既に電力会社も実施してお

り、民間譲渡した場合でも事業の継続が期待できることから判断すると、民間

譲渡が最初の選択肢となる。このため、譲渡額の精査、譲渡先の検討、譲渡方

法などの検討を進め譲渡方針を整理するものとする。 
 

（２）水力発電事業の譲渡条件の考え方 

譲渡条件としては、適正な譲渡価格の設定に加え、 

・全ての発電所が継続して運営されること 

・地域貢献の取組が継続されること 

を条件の基本としながら、総合的な視点で検討を行う。 

なお、上記の条件を満たすことが困難な場合は、再度、対応策を検討する。 

 

（３）ＲＤＦ焼却・発電事業の今後のあり方 

モデル事業として企業庁が実施しているＲＤＦ焼却・発電事業は、水力発電事業

の附帯事業である。本体事業の水力発電事業を民間譲渡する場合は、企業庁で

実施する位置づけがなくなることから、関係市町と事業の運営方法について協

議を行うものとする。 
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古紙配合率 100% 
再生紙 

クリーンな水と電気をお届けする 
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